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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月10日（火曜日）

開 会 午前10時２分

散 会 午後５時16分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

（保健医療部所管分）

２ 甲第20号議案 令和２年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

３ 甲第21号議案 令和２年度沖縄県病院事業会

計予算

４ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 新 垣 新君 末 松 文 信君

照 屋 守 之君 次呂久 成 崇君

亀 濱 玲 子さん 比 嘉 京 子さん

平 良 昭 一君 金 城 泰 邦君

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

保 健 衛 生 統 括 監 糸 数 公君

保 健 医 療 総 務 課 長 金 城 清 光君

保健医療総務課看護専門監 知 念 寿 子さん

医 療 政 策 課 長 諸見里 真君

地 域 保 健 課 長 山 川 宗 貞君

衛 生 薬 務 課 長 新 城 光 雄君

衛生薬務課薬務室長 池 間 博 則君

国 民 健 康 保 険 課 長 山 内 昌 満君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

病 院 事 業 統 括 監 金 城 聡君

病 院 事 業 総 務 課 長 大 城 清 二君

病院事業総務課医療企画監 田 仲 斉君

病院事業総務課看護企画監 前 田 純 子さん

病 院 事 業 経 営 課 長 古 堅 圭 一君

北 部 病 院 長 久 貝 忠 男君

中 部 病 院 長 本 竹 秀 光君

南部医療センター・
小 濱 守 安君

こども医療センター院長

精 和 病 院 長 親富祖 勝 己君

宮 古 病 院 長 本 永 英 治君

八 重 山 病 院 長 篠 﨑 裕 子さん
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○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第20号議案、甲第21号

議案の調査及び予算調査報告書記載内容等について

を一括して議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

長及び各県立病院長の出席を求めております。

まず初めに、関係部局予算議案の概要説明を聴取

し、その後、関係部局予算議案を調査いたします。

それでは、保健医療部長から保健医療部関係予算

議案の概要の説明を求めます。

砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部所管の令和２年

度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の概要につい

て御説明申し上げます。

通知しました令和２年度当初予算説明資料をタッ

プし、資料を御覧ください。

資料の１ページを御覧ください。

令和２年度一般会計部局別歳出予算の総括表と

なっております。令和２年度一般会計歳出予算額は、

表の一番下、県全体の合計は7514億400万円。そのう

ち保健医療部は枠で囲った部分の668億7967万7000円

で県全体の8.9％となっております。前年度と比較し

ますと13億4042万5000円、2.0％の減少となっており

ます。

２ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳入予算を款ごとに示し

ております。令和２年度一般会計歳入予算額は表の

一番下、県全体の合計は7514億400万円、そのうち保

健医療部の令和２年度一般会計歳入予算は枠で囲っ

た部分、９の使用料及び手数料４億4490万7000円、

10の国庫支出金94億1168万円、11の財産収入1146万

8000円、13の繰入金15億3578万6000円、15の諸収入

文教厚生委員会記録（第３号）
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２億4363万4000円、16の県債2980万円、合計116億

7727万5000円を計上しており、県全体の1.6％となっ

ております。前年度と比較しますと、1036万5000円、

0.1％の減少となっております。

３ページを御覧ください。

保健医療部の歳入予算の主な内容について御説明

いたします。欄外左側に行番号を振っておりますの

で、行番号に沿って御説明いたします。

１行目（款）使用料及び手数料４億4490万7000円

につきましては、２行目（項）使用料において、右

側の節別内訳にありますとおり、２段目、県立看護

大学授業料１億4484万4000円、左側の行番号４行目

（項）証紙収入２億6625万5000円などを計上してお

ります。

１行目にお戻りください。前年度と比較しますと

4670万7000円、9.5％の減少となっており、これは主

に高等教育無償化に伴う授業料等減免による県立看

護大学授業料の減少などによるものであります。

５行目（款）国庫支出金94億1168万円につきまし

ては、６行目（項）国庫負担金において、右側の節

別内訳にありますとおり、精神衛生費39億1830万

7000円、難病医療費等対策費13億3469万4000円、７行

目（項）国庫補助金において、右側の節別内訳にあ

りますとおり、沖縄振興特別推進交付金８億7846万

円、沖縄振興公共投資交付金１億7732万6000円など

を計上しております。

５行目にお戻りください。前年度と比較しますと

1682万8000円、0.2％の減少となっており、これは主

に沖縄振興公共投資交付金の減少などによるもので

あります。

次に、９行目（款）財産収入1146万8000円につき

ましては、10行目（項）財産運用収入において、右

側の節別内訳にありますとおり、土地貸付料584万

9000円などを計上しております。

９行目にお戻りください。前年度と比較しますと

12万3000円、1.1％の増加となっております。

次に、11行目（款）繰入金15億3578万6000円につ

きましては、12行目（項）特別会計繰入金において、

右側の節別内訳にありますとおり、国民健康保険事

業特別会計繰入金8925万円、13行目（項）基金繰入

金において、右側の節別内訳にありますとおり、沖

縄県北部地域及び離島等緊急医師確保対策基金繰入

金１億5313万5000円、地域医療介護総合確保基金繰

入金12億9340万1000円を計上しております。

11行目にお戻りください。前年度と比較しますと

1898万1000円、1.3％の増加となっており、これは主

に国民健康保険事業特別会計繰入金の増加などによ

るものであります。

次に、14行目（款）諸収入２億4363万4000円につ

きましては、15行目（項）公営企業貸付金元利収入

において、右側の節別内訳にありますとおり、県立

病院貸付金元利収入２億580万円、16行目（項）貸付

金元利収入において、右側の節別内訳にありますと

おり、看護師等修学資金貸付金元金収入839万円など

を計上しております。

14行目にお戻りください。前年度と比較しますと

426万6000円、1.8％の増加となっており、これは主

に18行目の（項）雑入において、右側の節別内訳の

中の社会保険診療報酬支払基金が沖縄県に対して交

付する病床転換助成交付金の皆増などによるもので

あります。

次に、19行目（款）県債2980万円につきましては、

前年度と比較しますと皆増となっており、これは右

側の節別内訳にありますとおり、保健所及び看護大

学の施設の修繕や設備の更新のための県債を発行す

ることによるものであります。

４ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳出予算を款ごとに示し

ております。令和２年度一般会計歳出予算は表の一

番下、県全体の合計は7514億400万円、そのうち保健

医療部の令和２年度一般会計歳出予算額は枠で囲っ

た部分、３の民生費325億1290万1000円、４の衛生費

334億3829万7000円、10の教育費９億2847万9000円、

合計668億7967万7000円を計上しており、前年度と比

較しますと13億4042万5000円、2.0％の減少となって

おります。

５ページを御覧ください。

歳出予算の主な内容について御説明いたします。

欄外の左側に行番号を振っておりますので、行番号

に沿って御説明いたします。

１行目（款）民生費325億1290万1000円につきまし

ては、２行目の（項）社会福祉費において、右側の

事項別内訳にありますとおり、後期高齢者医療負担

金等事業費142億2762万9000円、国民健康保険指導費

181億2532万3000円などを計上しております。

１行目にお戻りください。前年度と比較しますと

２億6025万4000円、0.8％の増加となっており、これ

は後期高齢者医療負担金等事業費の増加によるもの

であります。

次に、３行目（款）衛生費334億3829万7000円につ

きましては、４行目（項）公衆衛生費において、右

側の事項別内訳にありますとおり、２段目、精神医
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療費90億7389万2000円、その３段下、こども医療費

助成事業費17億650万1000円、さらにその２段下、特

定疾患対策費27億1366万5000円、５行目の（項）環

境衛生費において、右側の事項別内訳にありますと

おり、２段目の食肉衛生検査所費４億8542万円、６行

目の（項）保健所費において、右側の事項別内訳に

ありますとおり、職員費19億4738万6000円、７行目

（項）医薬費において、右側の事項別内訳にありま

すとおり、２段目、医師確保対策事業費20億738万

7000円、その２段下、地域医療対策費17億3547万

2000円、８行目（項）保健衛生費において、右側の

事項別内訳にありますとおり、県立病院繰出金78億

2387万7000円などを計上しております。

３行目にお戻りください。前年度と比較しますと

３億6250万6000円、1.1％の増加となっており、これ

は主に（事項）特定疾患対策費の中の難病医療費等

対策事業費の増加などによるものであります。

次に、９行目（款）教育費９億2847万9000円につ

きましては、10行目（項）大学費において、右側の

事項別内訳にありますとおり、看護大学教職員給与

費６億1529万8000円、看護大学教育研究費8837万円、

看護大学施設等整備費4178万6000円などを計上して

おります。

９行目にお戻りください。前年度と比較しますと

3681万5000円、4.1％の増加となっております。

次に、６ページを御覧ください。

令和２年度特別会計歳入歳出予算の一覧となって

おり、県における20の特別会計を掲載しております。

そのうち保健医療部の令和２年度特別会計歳入歳出

予算は表の下から２行目、国民健康保険事業特別会

計の歳入歳出予算額1577億6091万2000円を計上して

おります。

次に、７ページを御覧ください。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算を款ご

とに示しております。

合計欄を御覧ください。前年度と比較しますと、

歳入及び歳出ともに２億3141万6000円、0.1％の増加

となっております。歳入では、主に４行目の前期高

齢者交付金の増加などによるものであり、歳出では

主に下段の表の１行目の保険給付費等交付金の増加

などによるものであります。

以上で、保健医療部所管の一般会計及び特別会計

の歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○狩俣信子委員長 保健医療部長の説明は終わりま

した。

次に、病院事業局長から病院事業局関係予算議案

の概要の説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、病院事業局所

管の甲第21号議案令和２年度沖縄県病院事業会計予

算（案）について御説明申し上げます。

サイドブックスに掲載されております令和２年第

１回沖縄県議会（定例会）議案（その１）に基づい

て御説明いたします。

59ページを御覧ください。

令和２年度沖縄県病院事業会計の予算につきまし

ては、病院事業の持続的な経営の健全化を目指す予

算案の作成を行うこと。各病院における患者数の動

向及び経営状況を踏まえ、沖縄県立病院経営計画に

掲げる３つの目標を達成する経営改善による効果を

加味した予算案の作成を行うこと。現下の経営状況

を踏まえ、収益向上につながる取組及び費用の縮減

・効率化の取組をなお一層推進し、効率的な企業経

営を実現する予算案の作成を行うことを基本方針と

して、予算を編成しております。それでは、議案の

概要について御説明いたします。

まず初めに、第２条の業務の予定量について、（１）

の病床数は６病院合計で2149床としております。ま

た、（２）の年間患者数は、同じく６病院合計で148万

5353人を見込んでおります。（４）の主要な建設改良

事業は災害拠点病院施設整備事業となっております。

第３条の収益的収入及び支出について、病院事業

収益は642億4438万7000円を予定しており、収益の内

訳は医業収益が536億7597万5000円、医業外収益が

97億9080万5000円、特別利益が７億7760万7000円と

なっております。続きまして、病院事業費用は674億

7967万9000円を予定しており、費用の内訳は医業費

用が647億5338万7000円、医業外費用が10億1080万円、

特別損失が17億549万2000円、予備費が1000万円と

なっております。

60ページに移りまして、第４条の資本的収入及び

支出については、施設の整備と資産の購入などに係

る予算で、資本的収入は52億8999万2000円を予定し

ており、収入の内訳は企業債が35億9690万円、他会

計負担金が15億7213万4000円、他会計補助金が1659万

3000円、国庫補助金が１億436万4000円、寄附金が

1000円となっております。次に、資本的支出は60億

6992万5000円で、支出の内訳は建設改良費が31億

118万8000円、企業債償還金が27億6873万2000円、他

会計借入金償還金が２億3000円、無形固定資産と国

庫補助返還金が、それぞれ1000円となっております。
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なお、公営企業施設等整理債５億5410万円を除き、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する13億

3403万3000円は、損益勘定留保資金で補塡すること

としております。

第５条の債務負担行為は、債務負担行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額について定めてお

ります。

第６条の企業債は、限度額を35億9690万円と定め

ております。

61ページに移りまして、第７条の一時借入金は、

限度額を50億円と定めております。

第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用は、

各項の間で流用できる場合について定めております。

第９条の議会の議決を経なければ流用することの

できない経費は、職員給与費と定めております。

第10条の他会計からの補助金は、18億9354万1000円

を予定しております。

第11条の棚卸資産購入限度額は、薬品及び診療材

料に係る購入限度額について139億5074万2000円と定

めております。

第12条の重要な資産の取得及び処分について、取

得する資産は器械備品で、血管造影Ｘ線診断装置

２件、磁気共鳴断層撮影装置１件、手術支援システ

ム１件、全身用Ｘ線ＣＴ装置１件、医事会計システ

ム１件、電子カルテ端末及び看護勤務管理システム

１件、生化学自動分析装置１件を予定しております。

以上で、甲第21号議案令和２年度沖縄県病院事業

会計予算（案）の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑に際しては、引用する予算資料の名称、ペー

ジ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明

資料の該当ページをタブレットの通知機能により委

員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 初めに、病院事業局のほうから

お聞きしたいと思います。

旧県立八重山病院の解体撤去工事なんですけれど

も、当初は平成31年の10月ということで計画をして

いたんですが、それが遅れて令和２年度からという

ことなんですけども、この計画とスケジュールにつ

いて具体的なことを教えてください。

○古堅圭一病院事業経営課長 旧八重山病院の解体

工事についてお答えいたします。

旧八重山病院の解体に係る実施設計業務について

は、今年度中に既に終了しておりますけれども、そ

の実施設計業務を進める中で、工期が当初７か月か

かる予定でありましたものが11か月かかるというこ

とが判明しまして、若干工期が延びるということに

なっております。今のところ、解体工事につきまし

ては、次年度、令和２年度の早い時期に発注を予定

しておりまして、工事の完了が令和３年の７月頃の

予定であります。その関係で、令和２年度から令和

３年度までかかるということでありますので、債務

負担行為を設定いたしまして、令和２年度には２年

度に必要な予算を計上したということであります。

○次呂久成崇委員 次年度から解体撤去工事が始

まって２年かかるというのは、工期も分けたりする

んですか。そのまま２年連続でいくんでしょうか。

○古堅圭一病院事業経営課長 実は旧八重山病院の

現在の建物の中には、紙のカルテとか、残置物品等

々かなりの物品がまだあります。解体撤去をする場

合には、これらの物品等を全て処理する必要がある

ということと、病院施設の解体撤去でありますので、

それなりの工期が必要ということになるという関係

で、令和２年度から令和３年度まで工期がかかると

いうことであります。

○次呂久成崇委員 私は、この解体撤去工事という

のはやはり早くやらないといけないということで、
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八重山病院のほうも令和２年から―当初は平成31年

でしたので、やはり早くにカルテの整理、そして備

品の片づけ等も含めてやるというふうに聞いていた

ものですから、いまだに紙のカルテとか備品とか、

まだ病院の中にあるということなんですか。という

のは、平成31年からという当初の予定からすると、

あまりにもそのまま放置しているということですの

で、これは八重山病院長、どんなですか。ちょっと

教えてください。実際に今のカルテの状況とか、備

品の状況を教えていただきたいと思います。

○篠﨑裕子八重山病院長 お答えします。

当初、カルテの保管、それと残置物品の処理が現

時点で石垣市島内でできないということで、最終的

に石垣島外へ持ち出して本島のほうで処分していた

だくということで、今、解決に至っております。先

週の段階で、病院の中のカルテはほかの貸倉庫のほ

うに移して、全て紙カルテの保管は先週で終わって

おります。残置物品に関しても、今週最後にコンテ

ナに積み込んでいますので、それを八重山港から本

島内に引っ越しで混み合う前に出してしまえば、全

て当院としては、残った物品に関しては処理ができ

ていると認識しております。

○次呂久成崇委員 僅か残っていると。今の状況で

推測しても、早い段階で解体撤去工事というのは着

手できるということですよね。もう中にはないとい

うことですよね。

○古堅圭一病院事業経営課長 今、篠﨑院長のほう

から御答弁がありましたとおり、今月いっぱいで残

置物品等々の処理は終える予定でありまして、その

処理が終了し次第、次年度の早い時期に解体撤去工

事を発注する予定であります。

○次呂久成崇委員 それでは、発注が早ければ年度

内というのも可能じゃないですか。どんなですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 今年度、令和元年度

に行った解体のための実施設計業務の中では、当初

７か月の工期を予定していたものが、11か月、約１年

ほどかかるということが判明した関係で、仮に令和

２年度の上半期に発注をしたとしても、令和２年度

中の完成は非常に難しいという状況にあります。

○次呂久成崇委員 いずれにせよ、旧八重山病院の

解体撤去工事というのは早くやらないと、その後の

利用計画というのがやはり策定できませんので、そ

この手続等は早急に次年度取り組んでいただきたい

というふうに思います。

それと併せてお聞きしたいのが、北部の伊原間診

療所についてお聞きしたいんですけども、私もその

診療所のほうを実際に見てきました。今回、代表質

問のほうでも質問させていただいたんですけれども、

この答弁の中で、診療所の機能の在り方や施設の解

体等については、石垣市等との調整も踏まえ決定す

るということで答弁しているんですけども、石垣市

との調整というのは、具体的に何のことを言ってい

るんですか。

○大城清二病院事業総務課長 お答えします。

石垣市との調整というのは、北部の伊原間診療所

を今回、令和元年の９月に巡回診療を終了して、今

後、施設の利用予定はないということで考えており

ます。ただ、これまで巡回診療を利用していた地域

住民の方もいらっしゃいますので、これら地域住民

の方の今後の医療提供について、石垣市ときちんと

意見交換をした上で、必要な手続を踏まえて、伊原

間診療所の施設については解体を含めて対応してい

こうということで考えているところでございます。

○次呂久成崇委員 必要な手続について教えてくだ

さい。

○大城清二病院事業総務課長 伊原間診療所は公の

施設ということでございまして、地方自治法の中で

も、公の施設を廃止するときは当該設置条例を廃止

しなければならないということで、逐条のほうでは

解説をしております。公の施設、今回は伊原間診療

所の建物になるんですが、物的要素を滅失する場合

においても同様の手続が必要ということでございま

して、今、病院事業局といたしましては、建物を解

体するに当たって、公の施設としての伊原間診療所

の廃止の手続を行う必要があると。そのために条例

の改正を行うということで考えております。

○次呂久成崇委員 廃止の手続ですけども、もう９月

で利用していないんですよね。もう半年ですよ。今

議会で廃止、条例改正とか、本来だったら上程され

てもいいんじゃないですか。これが次年度までとい

うふうになったのは、経緯というのは何ですか。

○大城清二病院事業総務課長 先ほども御説明いた

しましたけれども、巡回診療が令和元年９月に終了

いたしまして、これまで巡回診療を利用していた地

域住民の方の医療を今後どうするかというところも

ございまして、石垣市のほうともそういう意見交換

を行ってきたところでございます。９月に巡回診療

するに当たって、地域住民の方、伊原間住民の方を

対象として、その地域の住民の方を対象として、八

重山病院のほうで８月に地域の説明会を実施して、

診療所の廃止についてはおおむね理解が得られたと。

その後、病院事業総務課のほうから、現場確認等も
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含めまして、11月に石垣市のほうを訪問して、石垣

市の市民保健部の担当課長のほうとも意見交換をさ

せていただいて、伊原間診療所の廃止について説明

をさせていただいたところでございます。

病院事業局としては、担当部のほうから上司のほ

うに説明が行われるだろうということで考えていた

のですが、確認したところ、まだ上司のほうには説

明がなされていないというようなお話もございまし

たので、きちんと上司のほうにも、こちらのほうか

ら状況を説明した上で、条例改正等含めて、必要な

手続を取っていきたいということで、２月の議会の

提案には間に合わなかったというような状況でござ

います。

○次呂久成崇委員 この診療所の建物は石垣市のも

のじゃないですよね。県のものですよね。今、とて

も危険な状況なんですよ。私も実際見てきています

し、すぐそばに飲食店もあります。後ろのほうには

ショップもあって、人の出入りもあるものですから、

私はこれは病院の解体撤去工事と併せて一緒に解体

をするべきだというふうに思っているんですけども、

もし何かあったときというのが、やはりあるんです

よね。これだけ老朽化していますので。今現在の診

療所の管理責任者というのは誰になるんですか。も

し何かあったとき、どうなるんですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

伊原間診療所は、昭和45年度、復帰する前に建築

されておりまして、築約49年が経過しております。

企業債等は既に償還が終了しておりますけれども、

県の施設としてこれまで管理をしてきております。

49年が経過しておりますので、現在の伊原間診療所

については、ひさしであるとか、それから壁、柱に

コンクリート剥離が多数見られます。非常に危険な

状態が続いておりますので、建物全体をネットで覆っ

て、事故を防止する対策を講じているというような

状況にあります。

○次呂久成崇委員 私、管理責任者はどなたになる

んですかとお聞きしたんです。

○古堅圭一病院事業経営課長 診療所につきまして

は、病院事業局の資産ということになりますので、

病院事業管理者の病院事業局長ということになりま

す。

○次呂久成崇委員 八重山病院ではないですよね。

事業局長になるわけですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 権限につきましては

病院事業局長でありますけれども、補助執行という

ような格好で、八重山病院の院長のほうに委任がな

されているという状況であります。

○次呂久成崇委員 病院長、大丈夫でしょうか。

○篠﨑裕子八重山病院長 ９月に巡回診療をやらな

くなって、旧病院の残置物品とともに伊原間診療所

の全てのカルテ、それから残置も全て今、撤去して

おります。いつでも壊せる状態ではありますけども、

一応条例改正を行わない限りは壊せないということ

ですので、事故が起きないことを願うばかりだと思っ

ております。

○次呂久成崇委員 神様の力を借りるということな

んでしょうかね。診療所の隣に石垣市所有の保健指

導所というのがあります。２階建ての大きな建物が

あります。なので、診療所はとても危険なところで

すので、これは市と調整とかというものじゃなくて、

やはり管理者、責任者は県ですので、私はやはり６月

の議会でも―本来は今議会だと思います。すぐ条例

改正をして、解体撤去をしないといけない。本来は

するべきだったと思っていますので、巡回診療等に

関しては、その市の建物を活用すればいいわけです

よ。市と調整すればいいと思うんですね。なので、

解体をするのに市との調整とかというのは、私は全

く理解できないんですよ。これはあくまでも県の責

任でやるべきだというふうに思っていますが、いか

がですか。

○大城清二病院事業総務課長 委員のおっしゃると

おり、石垣市の合意がないと建物の撤去等はできな

いということではございません。しかしながら、こ

れまでやはり地域の医療を、八重山病院、巡回診療

を含めて担ってきたところがございますので、やは

り診療所を廃止するに当たっては、より丁寧な地域

住民の、石垣市も含めて、地域の理解を得る必要が

あるだろうということで考えているところでござい

ます。

○次呂久成崇委員 昨年から地元の住民の皆さんに

は説明なども行って、私はそれは丁寧にされている

と思っているんですよ。なので、さらに丁寧という

のが、これ以上に丁寧ってどういう対応があるんで

すか。ですから、６月議会では必ず条例改正、上程

していただいて、早急にこの解体は取り組んでいた

だきたいと思いますが、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 今、次呂久委員がおっしゃ

いましたように、なるべく早期の解体ということで

ございますけども、先ほどから説明してきています

ように、八重山病院長からは地元住民への説明は行っ

てきたと。しかしながら、診療所の解体、廃止に当

たっては、やはり市政といいますか、市役所のほう
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にも丁寧な説明が必要であろうと感じて、許可を得

るとかそういう意味じゃなくて、説明が必要だと考

えています。委員がおっしゃいましたように、６月

議会には廃止の条例を出すというふうな予定でござ

いますので、事前の手続を取って、速やかにそういっ

た解体のほうをしていきたいと考えています。

以上です。

○次呂久成崇委員 速やかに手続のほうをお願いし

たいと思います。

次に、保健医療部の保健衛生対策費についてお聞

きしたいと思います。今、新型肺炎コロナウイルス

もあるんですが、この新型インフルエンザ対策事業、

こちらの事業なんですけども、新型インフルエンザ

等の発生に備えた体制整備に要する経費ということ

になっているんですが、具体的に体制整備に要する

経費、ちょっと説明を伺いたいと思います。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

委員御指摘の新型インフルエンザ対策事業という

のは、主に医薬材料費でございまして、こちらのほ

うは新型インフルエンザ薬の備蓄に使用する経費と

いうものになっております。また、今回発生してい

る新型コロナウイルス感染症の対策というものは、

事項でいいますと、感染症予防費の中の感染症指定

医療機関運営費の補助金ですとか、あとは入院医療

費の扶助費等の予算を活用して対応していきたいと

いうふうに考えています。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、次呂久委員から医薬材料費とは

何かとの問いに対し、タミフル等を購入す

るものであるとの答弁があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 こちらも私、代表質問で取り上

げたんですけれども、小規模離島の場合、そこで発

生、または疑われた場合の搬送方法とか、ちょっと

お聞きしたいと思います。

○山川宗貞地域保健課長 離島におきまして、新型

コロナウイルス感染症である患者さんが確認された

場合は、保健所が感染症指定医療機関である県立病

院の受診を紹介するということになっています。必

要に応じて、保健所が患者さんの移送を行って、指

定医療機関にて診察や治療、また、検体の採取を行

うということになります。

○次呂久成崇委員 移送なんですけれども、例えば

八重山、西表島がありまして、その周りにも小さな

離島あるんですけども、時期によって船が行けない

んですね、しけていまして。その場合は陸での、西

部から東部にとかという搬送が出てきます。これを

地元の消防団の皆さんとか、海保の皆さんと保健所

が連携してやるということなんですけども、そのと

きに、そこからまたさらに、指定医療機関というの

は県立八重山病院ですので、そこに搬送するときは

ヘリになるんですか、それとも船なんですか。誰が

付き添うんですか。

○山川宗貞地域保健課長 基本的には保健所の職員

が付き添うということになっているかと思います。

もちろん、地元の消防団の人たちですとか、海上保

安庁の協力を得るということと、港に着いた後には、

基本的には保健所の搬送者というものを、地元の消

防のほうの協力を得て搬送するというふうになって

おります。

○次呂久成崇委員 地元の消防団の皆さんも医療に

従事しているわけじゃないですから、そういう本来

の専門的知識がないわけなんですよね。疑われる患

者を搬送するこの体制というのが、私はとても危険

じゃないかなと思うんですが、いかがですか。どの

ように考えていますか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

こちらのほうは平成16年に発生したＳＡＲＳの頃

から、実際に八重山のほうではかなり訓練をしてお

りまして、各消防団の方たちとも一応連携をしてい

るということになるかと思います。ただし、練習と

本番はやはり違いますので、できれば最初の場合と

かというのは、基本的に保健所の職員が行って、指

導の下にうつらないように安全を確認した上で行う

ということになるかと思います。

○次呂久成崇委員 県立八重山病院のほうで疑わし

い患者さん、検査をして、検体のほうを本島に送り

ますよね。それでも１日ぐらいロスが出てきますよ

ね。小規模離島の場合は、さらにここから搬送して

くるときに、やはりこういうまたロスが出てくるん

じゃないかなと思うんですが、そこら辺の対策とい

うのはどのように考えていらっしゃいますか。

○山川宗貞地域保健課長 委員御指摘の件というの

は、やはりこれまでも問題になっているということ

はあるんですが、こちらのほうでは、連携を密にし

てなるべく早く判明できるようにというふうに一応

調整をしているところでございます。

○次呂久成崇委員 今、県立八重山病院、宮古のほ

うも、この減圧室３床ですよね。それ以上、疑わし

い患者が出た場合というのももちろんあるんですけ

ども、この３床で、現時点でしっかりと対策という
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のはできる施設整備はされているんですか。

○篠﨑裕子八重山病院長 お答えします。

今現在、３床の感染症病床を当院は有していまし

て、一応前室を持った感染症対応の病床となってお

ります。それに一応収容するんですけども、それ以

上に患者が発生した場合、あと、重症の患者が発生

して高度な医療を必要とする患者が出た場合には、

やむを得ず本島の指定感染症の病院のほうに転送す

るような形を取らざるを得ないという状況はあると

思います。

○次呂久成崇委員 重症化した場合の搬送というの

は、どういった手法になるんですか。

○篠﨑裕子八重山病院長 今回、新型コロナに関し

ては、呼吸器症状がかなり重篤になるということを

聞いております。それに対するＥＣＭＯというよう

な、呼吸状態を補助する機械が当院にはありません

ので、それを使用するためには、その機器がある本

島の病院のほうに搬送になると思います。

○次呂久成崇委員 これは宮古も同じでしょうか。

○本永英治宮古病院長 宮古病院も１か月前からコ

ロナの感染症に対する院内会議を週に１回開いてい

ます。それで、我々の病院では、陽性反応が出て、

症状が出た患者の収容に関しては、今、３床あるん

ですけども、ミンティというのをつけて、さらに２床

増やすこともできます。それから、ＩＣＵにもう一

つ、感染症の部屋が１室ありますので、全部で６床

あります。さらに、それを超えたような状況が発生

した場合は、今考えているのは、重症の場合はＩＣ

Ｕで診るというふうにして、ＩＣＵの患者はＨＣＵ

に移すと。それから、５階西病棟になるんですね、

感染症の３床ある部屋が。そこを５階西だけにして、

なるべくそこで診ていくというふうにします。それ

から、透析患者が出た場合は、その５階西病棟に入

院してもらって、出張で透析を回すというふうな具

体的な対応を考えています。それから、さっき言っ

た人工肺を回すような、ＥＣＭＯという装置を回す

ような重症例がもし出た場合は、うちの病院では対

応できませんので、沖縄本島の対応できる病院に移

すことを考えています。

多良間に関しては、発生したら、多良間は船があ

るんですね。貨物船みたいな船があって、空気感染

から予防できるので、船で来てもらおうかなと思っ

ています。ただし、波がしけている場合は海上保安

庁と協力して、あと、保健所と我々病院の、宮古島

市の消防隊と連絡を取って対応したいと思っていま

す。大体そんな形でやっています。

○次呂久成崇委員 重症化すれば、八重山病院も宮

古病院も、結局は本島のほうに搬送しないといけな

いということなんですけども、私、機器整備は本当

に大事だと思うんですね。石垣市、宮古、那覇、そ

して中城湾、外国からのクルーズ船とか貨物船も入っ

てきます。ということは、外国から入ってくるわけ

ですから、それが本当に蔓延した場合に対応できな

いと思うので、そこら辺の対策というのをしっかり

考えていただきたいと思います。

以上です。

○狩俣信子委員長 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 次呂久委員が質疑されたので関連

して、新型肺炎への対応からお伺いしたいと思いま

すけど、お知らせしたのは、予算内訳書の13ページ

になるかなというふうに思いますが、先日、知事か

ら緊急対策の通知が皆さんに出されましたけれど、

今日の報道では、各都道府県に厚生労働省からピー

ク時の患者の推測をして、医療体制の見直しをして

ほしいという要請が出ているということで、具体的

に県も、県の外来患者数の推測をされているようで

すけれど、今後の県の対応、沖縄県がどういうふう

に対応していくかということについて教えていただ

きたいと思います。

○糸数公保健衛生統括監 お答えいたします。

厚生労働省のほうが３月６日の金曜日に、今後、

感染が広がり始めて３か月ぐらいでピークを迎える

と。何も対策をしないときにここまで増えるんだよ

というふうな推計というか、シナリオを発表しまし

た。それは、子供さん、それから成人、それから高

齢者に分けていろんな係数を掛けてやるんですけど

も、沖縄県もそのデータを基に計算をして、ピーク

時は外来全体で１日4685人、それから入院が2149人、

そして重症が73人というふうな一つの試算が出てま

いりました。現状のベッドの数からいってもかなり

の負荷になりますので、こういうデータを基に、今、

各保健所を中心に圏域でベッドの整理、調整をして

いますので、今のデータを全部圏域ごとに計算して

おりますので、それを各保健所を通して、県立病院

だったり、感染症指定医療機関とか、協力医療機関

と協議をして、重症者をどうやって守っていくかと

いうふうな調整を、このデータを基にまた会議とか、

そういうものを進めていこうという状況でございま

す。

○亀濱玲子委員 対応は多分―話合いはもちろん進

めていくわけですけれど、今の、特に本永宮古院長

とも先日も聞き取りして、宮古圏域も保健所も、宮
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古島市も多良間村もですけど、連携して、必要であっ

たら検査をセンターに送って、それで、複数件出し

たけど陰性であると。今のところは大丈夫だという

ことだけれど、次呂久委員も質問された重症の患者

をどうするかとか、やっぱりきちんとした対応が示

されなければいけないと思うんですね。特に沖縄県

は島嶼圏で島々を抱えていますから、まず、今言っ

ている、例えば離島のことを聞くとはっきりすると

思うんですけど、離島への対応で検査の対応、診察

への対応、入院への対応、患者が大量に出た場合の

対応についてお答えいただけますでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 検査につきましては、今、

衛生環境研究所のほうでやっている行政検査を、民

間の医療機関からでも保険診療でできるようにとい

うことで、拡大をしていく調整をしているところで

ございます。基本的には、症状がある人について検

査を行う、接触者などについてですね。そういうふ

うなことで検査の実施を行っていこうと思っている

ところです。これは本島でも離島でも同じですけど

も、先ほど言いましたように、少し検体を輸送する

のに１日、少し時間がかかるというふうなところは

あります。

それから、受診につきましては、今は感染症指定

医療機関、帰国者・接触者外来というふうな特定の

ところで診ていますけれども、患者が増えていきま

すと、これを一般の医療機関にもお願いするという

ふうな形になっていくと思います。

それから、一番私たちが悩ましいのは、先ほど言

いました入院患者がどんどん増えてくるという状況

が予想されます。患者が増えていきますと、今の法

体系の流れでいきますと、軽症であっても必ず入院

させて隔離しなさいということになりますので、患

者がたくさん出た状況で、軽症の人から先に診断し

てベッドを埋めてしまうと、次に出てくる高齢者だっ

たり、重症の人の医療がなかなか追いつかないとい

うことがありますので、これは国の動向を見ている

んですけれども、入院の適用を少し変えないとなか

なか対応できないというふうな状況になっておりま

す。特に離島、宮古・八重山は県立病院を中心に、

県立病院が感染症の医療も診ながら、がんだったり、

いろいろな高度医療を全部そこで診ていますけれど

も、そこに感染症の患者が増えてくるというふうに

なりますと、やっぱりキャパシティーをオーバーし

ますので、民間の病院で診れるような患者がどのく

らいいるかというふうな定員の調整も早めにしてお

かないといけないかなというふうなことで、それも

含めて、先ほど一定の数字が出ましたので、こうい

う状況になったらどういうふうに病院同士で調整す

るかというふうな、また、話合いをするというふう

な、これからそれを調整していくという状況になっ

ていくと考えています。

○亀濱玲子委員 これは一般病院、民間の医院にも

対応をお願いするという状況が考えられるというこ

とですか。

○糸数公保健衛生統括監 どうしても、先ほど出て

きましたＩＣＵとかＨＣＵとか、重症の患者さんの

命を守るためには、やはり県立病院などのところが

そこに対応すると。入院は必要なんだけれども、そ

れほどの集中治療が必要でないというふうな場合は、

周りの病院にも協力してもらって、そこで診てもら

うというふうに、2009年の新型インフルエンザのと

きもそのように対応しましたので、それが一番現実

的な患者の受入れというふうになると考えています。

○亀濱玲子委員 重症の呼吸器系の機器をそろえる

というのは、例えば宮古病院、八重山病院にという

のは無理なんですか。対応できるのは、それこそ県

内でどれぐらいあるんですか。すごく高価な機械な

のかはよく分からないんですけど。

○糸数公保健衛生統括監 一般的に呼吸が自力でで

きなくなったときには、レスピレーター、人工呼吸

器につないで治療をしますが、それは一般の県立病

院のＩＣＵでは備えていると思います。人工心肺装

置、ＥＣＭＯと先ほどおっしゃっていました、循環

を全部外に回すというのはかなり高度な技術という

か、機械的にも、操作も非常に人を取られますので、

今のところは南部医療センターとか中部とか、本島

の病院でそれを置いているという状況です。それは

どのぐらい人を割けるかとか、装置を動かすための

マンパワーも必要になってくるので、そういうのが

そろわないとなかなか設置できないのかなと考えて

います。

○亀濱玲子委員 移送しなければいけないというと

きの保健所、消防、海保の方の防疫対策と、患者を

どういう形で感染が拡大しないように送るかという

ことに対しては、きちんと、例えば各病院、八重山

病院、宮古病院、それも対応できるようになってい

るんですか。

○糸数公保健衛生統括監 今のは患者さんを本島に

ということですよね。宮古・八重山で診られないの

でということですが、やはり重症になっていますの

で、恐らくベッドで、患者さんからまずウイルスが

漏れないような形で、そういう容器といいますか―
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ありますので、そういうものを使って移送すること

になると思います。これについては、空路が必要に

なりますので、どういう固定翼なのか回転翼なのか

というふうなこともありますけども、メッシュも含

めて、運ぶ人に感染がいかないような今装置がいろ

いろありますので、それを運ぶ主体と調整して、ど

ういうものが必要かというふうなことをやりながら、

患者さんの状態が悪くならないように運ぶことにな

ると思います。

○亀濱玲子委員 それは今現在、整っているんです

か。

○山川宗貞地域保健課長 主に保健所にアイソレー

ターはあるんですが、実際に運ぶ場合には、やはり

海上保安庁ですとか、場合によっては自衛隊もあり

ますし、最近はメッシュのほうとも協定を結びまし

たので、それを用いて運ぶということになるかと思

います。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

いわゆる島々から発生したときの対応が速やかに

できるように、ぜひ環境を整えていただきたいとい

うふうに思います。

次に行きます。内訳書の150から153ページあたり

でしょうか、看護師確保対策費というのがあるんで

すが、それが今年大幅減額になっているんですけれ

ど、現在の事業の取組状況と課題について教えてく

ださい。それと、各病院の看護師の充足率、トータ

ルで20ぐらいの事業をしているんですけど、これが

減額していて、看護師というのは足りていてこうい

う減額になっているのか、教えていただきたいと思

います。

○知念寿子保健医療総務課看護専門監 看護師確保

対策費の事業費の減額についてお答えいたします。

令和２年度における（事項）看護師確保対策費の

当初予算額は３億6299万3000円、対前年度比で１億

167万6000円の減となっております。これは主に看護

師等修学資金貸与事業費が9255万8000円の減となっ

たことなどによります。減額の理由といたしまして

は、令和２年４月から国による高等教育の修学支援

新制度が実施されることに伴い、本制度を利用する

ものが国の制度に置き換わることを想定して積算を

見直したことによるものでございます。

そして、実績と課題につきましてですけれども、

看護師確保対策、19事業ございますが、その実績と

いたしましては、看護職員の確保対策としまして修

学支援、養成支援、就労支援、勤務環境改善、看護

の質の向上に取り組んでいるところです。県内の看

護職員数は、平成30年12月末の看護業務従事届によ

りますと、２万327人、人口10万人当たりでは保健師、

助産師、看護師、准看護師の全ての職種で全国平均

を上回っております。県内の看護師養成は、３つの

大学と５つの養成校で毎年700人の入学定員で養成し

ておりまして、平成30年度卒業生のうち看護職とし

て県内で就業した者は469名、66.7％となっておりま

す。

また、看護職員の採用状況ですけれども、沖縄県

ナースセンターが実施した調査によりますと、令和

元年度看護職員の採用計画1294人に対し、６月まで

の採用は1024人、採用率は79.1％となっております。

課題としましては、看護職員の総数は増加している

ものの、地域偏在や施設間偏在があるという状況が

ございます。

以上でございます。

○亀濱玲子委員 今、地域偏在や施設の偏在がある

とお話をされましたけれど、私が聞くと、看護師さ

んが本当に厳しい職場になっていて、お休みのとこ

ろの補充がなかなかない状態で回しているんだとい

うのが毎年聞こえてきます。現在もそうです。各病

院の看護師の充足率というのはどうですか。定員に

対する充足率。

○前田純子病院事業総務課看護企画監 各県立病院

の令和２年２月１日現在における看護師の定数及び

充足率については、北部病院は看護師定数269名に対

して266名で、充足率が99％となっております。中部

病院は看護師定数569名に対し540名で、充足率95％

となっております。続きまして、南部医療センター

・こども医療センターは看護師定数520名に対し

500名で、充足率96％となっております。精和病院は

看護師定数100名に対し100名で、充足率100％となっ

ております。あと、宮古病院は看護師定数198名に対

し196名で、充足率99％となっております。八重山病

院は看護師定数200名に対し195名で、充足率98％と

なっております。

以上です。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

この事業、あるいはこの取組、看護師の充足につ

いての今後の見通しを教えてください。

○知念寿子保健医療総務課看護専門監 看護師確保

対策の今後の見通しでございますが、毎年県内の看

護師等養成所から約500名の新卒者が県内で就職して

おり、離職率については、新卒看護職員の離職率が

平成21年度14.5％だったものが、29年度4.8％と大幅

に改善しております。常勤看護職員も、平成21年度
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12.6％から平成29年度9.6％と改善しておりますこと

から、県内の看護職員数は安定的に増加しているも

のと見込んでおります。

○亀濱玲子委員 現場から聞く声と少し乖離がある

ので、その課題を後でまた病院長にもお聞きしたい

と思うんですが、分かりました。

続いて、内訳書の144ページのへき地診療所施設整

備事業がありますけれど、僻地診療所の施設に係る

課題と取組について教えてください。

○諸見里真医療政策課長 お答えいたします。

まず、僻地診療所の施設につきましては、築年数

などを考慮し、適切な時期に建て替えを行うなど、

環境の改善を図る必要があるものと考えております。

へき地診療所施設整備補助事業は、僻地における安

定的な医療の確保を図るため、僻地診療所の新築や

改修等の施設整備を行う市町村に対し補助を行うも

のであります。令和２年度は、粟国村の歯科診療所

と医師住宅の整備に対し、2239万8000円を補助する

こととしております。

以上でございます。

○亀濱玲子委員 ほかに抱えている課題はあります

か。僻地の診療所に対して。

○諸見里真医療政策課長 今、施設ということでし

たので、施設について御説明しましたが、基本的に

県のほうとしましては、離島の診療所に対しまして

は、施設整備、設備整備、あと、運営費の支援を行っ

ているところでございます。これは、ほかに事業を

構築しております。そういう観点で、しっかりその

診療所で医療が提供できる体制を整えるということ

が大切だと思っております。

以上でございます。

○亀濱玲子委員 幾つかの事業を持っているわけで

すけれど、今後の見通しを教えてください。

○諸見里真医療政策課長 本事業は施設整備という

ことで、毎年７月に各市町村に意向を聞いて、その

意向を踏まえて施設整備を行ってきているところで

す。当然、ほかの設備整備につきましても、来年度

は５診療所、市町村で整備を支援する予定でござい

ます。また、運営が赤字になっている市町村が４つ、

５つ、診療所ございましたので、そちらも毎年支援

を行っているところですので、今言った形で多面的

に診療所、市町村に対し、支援を続けていくことが

大切かというふうに理解しております。

以上でございます。

○亀濱玲子委員 昨年、文厚でも視察をした離島の

診療所のひどい状況というのを、現場に行って、文

厚の委員が見て、本当に対応が―施設ももちろんそ

うだし、働きやすい環境をつくるということが、な

かなか課題が私たちも見えていなかった、現場に行っ

て分かったことがあって、ぜひこれに対してはきめ

細かな取組をしていただきたいというふうに希望い

たします。

新年度の新規の事業で、説明資料の109番からです

けれど、県内の薬剤師の需給予測を立てて調査をし

て、薬学部の設置へ向けて取り組むという事業がス

タートするようですけど、これについて教えてくだ

さい。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 お答えします。

本県の人口10万人当たりの薬剤師数は全国最下位

でありますが、平成31年３月に発表された薬剤師の

需給動向の予測及び薬剤師の専門性確保に必要な研

修内容等に関する研究では、長期的に見ると、供給

が需要を上回るとの報告もありますことから、今後

の県内の薬剤師の需要と供給を定量的に把握するた

めの調査を行います。また、県内国公立大学への薬

学部の設置については、薬剤師不足を解消するため

の有効な方策の一つであると考えており、薬学部を

設置するための課題や、設置に必要な費用などにつ

いても調査を行います。

○亀濱玲子委員 今後の取組はどうなっているんで

すか。調査をした以降の計画を教えてください。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 県内国公立大学へ

の薬学部の設置については、薬剤師不足を解消する

ための有効な方策の一つであると考えております。

そのため、今後の県内薬剤師の需給予測、県内国公

立大学への薬学部設置の課題や費用などを調査し、

その必要性及び実現可能性について、定量的に説明

できるようにしたいと考えております。

○亀濱玲子委員 部長、これは薬学部を具体的に設

置したいという具体的な目標を立てて、例えばいつ

頃にはこういう形にしたいというような目標を持っ

て取り組み始めるということですか。

○砂川靖保健医療部長 これは調査事業でございま

すから、そういう需給動向とか、例えば薬学部を設

置する上での課題とか、必要性とか、そういうもの

を整理するわけです。整理した上で今後の方向性が

決まると。今後の方向性を決めるための調査事業と

いう位置づけであります。

○亀濱玲子委員 では、具体的に県内に学部をとい

うようなところまでは、今すぐ見えているわけでは

ないということですか。

○砂川靖保健医療部長 事業化するに当たっては、
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その必要性とか、問題点があればそれは解消できる

とか、何よりも今後県内の薬剤師がどうなるのかと

いうことを示す必要があるわけです。そういう資料

がないと、予算当局も予算をつけないです。その予

算を獲得するための事前調査ということです。

○亀濱玲子委員 もちろんそれを分かって聞いてい

るんですが、県として、陳情書もたしか上がったり

もしていたと思うんですけど、その必要性に対して

は、今までの状況として県はどのように捉えている

んですか。それは必要だというふうに捉えているん

ですか。

○砂川靖保健医療部長 薬学部を県内に設置すると

いうことは、薬剤師不足を解消するための有効な方

策の一つというような考えで動いているということ

であります。

○亀濱玲子委員 分かりました。先が少し見えない

んですけど、沖縄県の課題であることは確かです。

なので、ぜひこの調査がどういうふうにまとまって

いくかというのは注視をしたいというふうに思いま

す。

続いて、病院事業局にお伺いいたします。さきに

聞き取りで出しました病院の事業収益について、そ

の中でも入院、外来の増ということが軒並み書かれ

ているわけですけれど、理由を読むとあまり―入院

患者の増を見込んでいる。この裏づけは何か、ある

いは標榜する診療科が増えたのかとか、そういった

理由づけがこれでは分からないので、入院収益、あ

るいは外来収益、事業外収益についての説明をお願

いいたします。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

令和２年度の沖縄県病院事業会計予算（案）に係

る業務予定量として、実は、年間患者延べ数が、入

院、外来合わせまして６万6000人ほど増加するとい

う見込みを立てております。その関係で収益が増加

しておりますけれども、その原因につきましては幾

つかあります。まず１点目は、各県立病院におきま

す地域の医療機関との連携強化がまず１点目です。

２点目は、各病院における病床利用率の引上げ、向

上に係る取組。３点目は、中部病院におきますけれ

ども、ＮＩＣＵの増床による収益の増。４点目に、

南部医療センター・こども医療センターにおきます

ＧＣＵの増床。５点目に、同センターにおきます小

児歯科口腔外科、それから、小児泌尿器科の開設、

それから、同センターにおける脳神経外科医の増。

脳神経外科医におきましては、２名ほど増員の見込

みであります。それから、整形外科医が１名増にな

ると。そういうことで患者数が伸び、医業収益が増

加するということで見込んでおります。

以上です。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

１点、少し分からないことを教えていただきたい

んですけど、薬剤購入費というのがありますが、そ

れについての年度額というのがあるようで、例えば

各病院でこれが分かれているのか、例えばがんの治

療に係る、あるとても高価なものであったら、今年

度この人は必要だということが、予算が足りないの

で来年度にしてくれというようなことがあったりす

ると聞いているんですけど、県立の各病院の中で、

各病院が持っている薬剤費の限度額というので対応

できない場合もあるんですか。教えてください。

○古堅圭一病院事業経営課長 高額薬品の使用増に

伴う材料費の補正につきましては、実は、去る先週

でありましたか、補正予算として提出をしておりま

す。その中でも、例えば化学療法に必要な薬剤の一

部に効能の追加があった関係で患者数が増えたとい

うこと、それから、血液腫瘍内科医の採用による高

額医薬品の使用患者が増加しているというようなこ

ともありまして、各県立病院、特に中部病院と南部

医療センター・こども医療センターでは、薬品費が

非常に増加しているということであります。今年度

の補正予算も増額はしておりますけれども、今後も

そういう医薬品の使用増は傾向として続くのではな

いかということで予測しております。

○亀濱玲子委員 私が確かめたいのは、この増に対

して先送りされる患者がいらっしゃるのかというこ

とです。今、増と言っているのは、対応はできてい

るんですかということです。

○古堅圭一病院事業経営課長 必要な医薬品があれ

ば、補正予算を組んででも対応する必要があると考

えております。

○亀濱玲子委員 これは例えば高額な薬品で、新し

い薬品といいますか、こういったものへの対応が難

しいと聞いているんですけど、これは違いますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

各病院で使用する医薬品といいますのは、通常の

場合、薬事委員会という院内の委員会が設けられて

おりまして、その院内の薬事委員会のほうで処方さ

れる医薬品を選択するということで、例えば内服薬

であるとか、外用薬であるとか、注射薬が、それぞ

れ各医療機関ごとに定められているのが通常であり

ます。ただ、患者さんの容体によっては、特殊な医

薬品を使用する場合もあります。そういう場合は、
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臨時購入というような格好で、医師の判断の下で高

額な医薬品を使う場合もあるということであります。

○亀濱玲子委員 待たされたり、先送りされること

はないという確認でよろしいですか。

○本竹秀光中部病院長 今、亀濱委員が心配されて

いたことは、実は民間病院では一応、話は聞こえて

きているんです。民間病院は、立てた予算をオーバー

するとお金を出せませんので、治療してくれる病院

を訪ねてくださいという話は聞きます。県立病院で

はやっておりません。中部病院で、今年10万点以上

の30種目くらいを一応全部調べているんですけども、

４億6000万くらい足りませんので、補正を組んでい

ただきました。ただ、病院事業としても大変ですの

で、それはちゃんと収益として費用対効果が大丈夫

かというのは全部一応出しておりまして、それはマ

イナスにはならないんですけれども、そういうのを

含めて、次年度に高額薬品に関してはプラスの予算

を立てていただきました。恐らくこれは、これから

起こってくる可能性は非常に高いですね。そうする

と、じゃあ誰が診るのと、どこが診るかということ

は、やはり私たちの考えていかないといけないこと

だと思っていますし、少なくとも、収支は一応全部

チェックして、それがそういうふうに病院の持ち出

しにならないかということは一応チェックしてやっ

ているところでありまして、必要な患者さんをお断

りしていることはありません。

以上です。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。これは当

事者から聞いた声だったので、この対応をちゃんと

していただきたいというのを希望したいと思います。

あと１点、新年度の職員の異動に係る課題と対応

についてお答えください。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、亀濱委員から県立病院の職員人

事異動についての対応を確認したいとの補

足があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

金城聡病院事業統括監。

○金城聡病院事業統括監 委員の御質疑の意図が、

定期人事異動に伴って、先島に異動になった職員が

住宅確保の困難性があるのではないか。そういうと

ころが今回の人事異動でどう配慮されているかとい

う意図だというふうに今お聞きしましたので、それ

にお答えしますが、宮古とか八重山地域における住

宅確保については、従来から課題として認識を持っ

ております。また、関係労働組合からも、特に去年

の2019年の定期人事異動においては、委員がおっしゃ

るような車中泊という事例もあったというふうに聞

いております。人事異動というのは、当局が責任を

持って職務命令をかけるわけですけれども、その職

務命令を受ける職員の立場としては、可能な限り不

利益がないように、もしくは不便なことがないよう

に人事配慮はすべきだというふうに思っております。

今回の定期人事異動を行うに当たっては、遠隔内

示を１週間程度前倒しして、早めに遠隔になる情報

を職員宛て通知をして、それに基づいて住宅を確保

してもらうという機会をできるだけ増やそうという

努力をしています。また、各病院において地域の不

動産業者といったら変ですけれども、賃貸業をして

いる家主の情報を収集をして、これは本来病院の業

務ではないかもしれないという部分もありますけれ

ども、住宅を確保する使用者の立場として、当然便

宜を図るべきだろうという観点から、地域の不動産

情報を収集して、内示のあった方に情報提供をする

と。その中から住宅を確保することを円滑にしても

らうというような努力をしています。あわせて、県

立病院の場合には、借り上げ住宅をできるだけ確保

しようと。これは去年からの取組ではありますけれ

ども、６病院でですね、先島の借り上げ住宅の費用

を応分に持っていただいて、先島の県立病院の事業

を担う職員の住宅として供給していこうという考え

方を去年から入れていますので、その流れの中で、

職員の住宅が確保され、職員が県立病院事業に従事

する環境を整えていきたいというふうに思っており

ます。

○亀濱玲子委員 職員のアンケートから見る状況が

厳しかったもんですから、質疑させていただきまし

た。

最後になりますけど、各病院の院長の課題、いろ

いろあると思うんですけど、新年度へ向かう思いと

いうのをお聞かせいただきたいと思います。

○久貝忠男北部病院長 第１に、私たちの課題は医

師不足であります。病院事業収益も軒並み、皆さん

トータルではよくなっているんですが、北部病院に

関してはマイナス2.9％と、ちょっと振るわない。理

由としては、新聞報道でも御存じのように、脳外科

とか、泌尿器科の減収が起こるだろうということで

考えております。

あとは、医薬品の問題に触れたいんですけど、当

院としては、医薬品はむしろマイナスと。要するに

５億5000万円要請をしたんですけど、実際は恐らく

3000万円ぐらい余るというか、予算を低くしている。
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理由はですね、やっぱり免疫チェックポイント阻害

剤とか、ほかのセンターとか中部が使うような高額

な抗腫瘍剤を使う患者さんはいないということで、

操業度が少し落ちているかなというのが課題です。

それをみんな担保するためには、一にも二にも、ド

クターをどこかから充足させようかなとは思ってい

ます。

ついでに、診療所のほうは築28年ぐらいたつんで

すけど、伊是名、伊平屋。職員住宅に関しては四十

何年くらいたっていて、非常に大事な、去年指摘さ

れましたトイレのほうもちゃんと７月に直しまして、

非常に喜ばれております。

以上です。

○本竹秀光中部病院長 今一番問題なのは、やはり

医師の働き方改革の中で、どういうふうな働き方を

させるかというので、例えばうちは研修医が90人ぐ

らいいますので、トータルで、スタッフを合わせる

と200人超える医者をどういうふうな働き方にするか

ということで、時間外労働をどういうふうにするか

というのが非常に大きな課題ですし、まだ解決がで

きていませんけれども、できるだけ、今、国が決め

ている2024年までに、あと４年後ですね、そこまで

落とし込めるかどうかというのは非常に―これは沖

縄県だけの問題ではないんですが、実際のところは。

医師の働き方改革というのは普通の労働と違います

ので、それを特別にやっていかないといけないと思

うんですけれども、確かに過重労働というか、私た

ちの時代、過重労働ではあったんです、今から振り

返ればですね。だけど、もう時代が違っていて、今

はそういうことはできない、どうにかしていかない

といけない、労務管理をどうするかということで今、

非常に考えております。できるだけ、恐らく一般の

九百何十時間というのはかなり難しいんですけれど

も、それになるべく近くなるような働き方改革をやっ

ていくため、特に労務管理が必要だということで、

一応、医師に関しては医療部長にそれをやってもらっ

て、かなり時間外の縮減を図っているところであり

ますけれども、これはまだまだ必要かなと考えてい

ます。

もう一点は、やはり今、高齢者、特に中部病院と

いうのは救急室から入院する患者さん、去年のある

１か月を調べると、50％が75歳以上になるんですね。

これからますます増えると思います。こういう人た

ちをどういうふうにして診るかといったときに、相

変わらず問題は、急性期の治療が終わって施設に返

す、あるいは家庭に戻すといったときに、受皿がな

かなかできないということで、これは地域医療構想

の中でも考えていかないといけないんですけれども、

それぞれ県立病院も、実は待っているだけじゃなく

て、地域との連携ということをかなり今、進めていっ

ているところであります。そういうことで、それを

しないとなかなかこの問題は解決しないということ

で、院内でそういう話もしながら進めているところ

であります。

以上です。

○小濱守安南部医療センター・こども医療センター

院長 南部医療センターの課題ですが、まず、一番

大きな課題は、医療機器の整備、更新でございます。

開設以来、かなりの機器がまだ更新できていない状

況が続いておりまして、計画的に今やっております

けども、喫緊の課題だと今、考えております。本当

にだましだましで使っている状況がある機械もあり

まして、スタッフみんなで優先順位を決めながら調

整をやっているところでございます。

それから、医師とか医療スタッフの確保の問題が

もう一つございます。今、県立病院の中で脳外科の

緊急手術が24時間対応で行われているのは、うちの

施設だけでございます。北部のほうの応援もしたり、

いろいろ地域のほうの支援をしながらではあります

けども、かなり症例が増えてきまして、かなり過重

労働になってきておりますので、ここのほうも今後、

解決していかなきゃいけない問題かなと考えており

ます。

あと、地域との連携ということで、これは中部病

院で行っていました地域連携室を南部医療センター

も導入いたしまして、地域にできるだけ患者さんを

返すということを目標に連携を図っております。特

に今回、新型肺炎のことがありましたときに、私た

ちの施設では積極的に外からこれまで紹介を受けて

おりましたけども、そういう状況では厳しいと。新

型コロナに対応できないということを地域のほうに

発信いたしまして、できるだけ地域のほうで診てい

ただくということをやったりとか、そういう形で地

域の連携を今後も図っていく必要があるかなと思っ

ております。

それから、働き方改革なんですが、やはり医師の

過重労働がかなり問題になっておりまして、当院と

しては、変形労働を組み入れてスタッフの増を図っ

て、今、勤務の軽減を図っております。少しずつ少

しずつ、医師の数増えてきておりますけども、一番

の課題は、なかなかやっぱり超過勤務の時間の縮減

が難しいということで、今そこのところを厳しく管
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理をしていくということで調整をしているところで

ございます。

それから、当センターは災害拠点病院として役割

を担っておりますけども、今回のことでもよく分かっ

たんですけども、離島から具合が悪い患者さんを送っ

てくるときに、一旦、那覇空港の自衛隊の基地のほ

うに降ろして、それからまた救急車で搬送するとい

う手間をかけております。こういうのを考えており

ますと、例えば今回の新型コロナでも、非常に具合

が悪い場合には直接搬送できるようなシステムがで

きないかなということで、当センターとしては、将

来的にヘリポートの設置ができないかということを

今考えております。

それから、救命救急センター、今、那覇南部地区

のほうで４万近くの受診がございます。今回も新型

肺炎の流行に伴いまして、非常に不安な患者さんが

多数押し寄せてまいりました。その結果、やはり通

常の業務が停滞するぐらいに困ったことが起こりま

して、そちらのほうも、また地域のほうに働きかけ

をしておりますけども、やはり救命救急センターの

在り方を、もう少しまた今後検討していく必要があ

るのかなと考えております。

以上でございます。

○本永英治宮古病院長 宮古病院ですけれども、我

々の課題は病院の経営をよくするということで、ま

ず、来年度に向けて地域支援休日夜間診療科という

のを設けようと思っています。これは３つの診療所

と契約してあるので、それに関わる点数が増えて、

それに関わる収入が増えることになります。

それから、長期展望なんですけども、長期的とい

うか、一、二年で計画しているのは、地域支援病院

に昇格していくという取組をしていまして、今年の

４月から開業医の先生方と役割分担をきちんとして、

我々は紹介状を持ってくる患者さんを中心に診てい

く病院にしていきたいと考えています。それに取り

組むことによって、地域支援の病院にしていきたい

と。それができれば、医師の働き方改革にも多分つ

ながることだというふうに考えております。

それから、地域支援、地域医療構想の中で、我々

の病院の中でも長期入院する高齢者の方も結構い

らっしゃいますので、そういうことを加味して、地

域包括ケア病棟を構築して、地域の開業医の先生、

地域の施設の方々と一緒に、地域医療の在り方を実

現していきたいというふうに考えております。

それから、ソフトの面でですね、今、我々の病院

で３つ、大きく分けて精神科と、小児科と、外科の

医者が不足しています。精神科は、去年まで２名だっ

たのが、何とか今年の４月からは４名になりそうな

状況になってきていますけども、外科の先生と小児

科医の不足が今、懸念されております。そこに対し

て、事業局と一緒に取り組んでいきたいなというふ

うに思っています。

あとは、病院のハード面ですけども、機械は、大

型機械を今年購入したり、電子カルテを採用したり

して、かなり助かっておりますけれども、ハード面

でもう一つ、玄関入り口の風が非常に強くて、それ

に対する防御がまだできておりません。それを計画

的に実現していきたいというふうに考えております。

以上です。

○篠﨑裕子八重山病院長 当院は、新病院の効果で

入院患者、あと、外来患者の増加で、収益も徐々に

上がってはきております。その分、先生たち、医師

の負担がかなり過重労働になっていますので、あと、

医師のやはり確保が必要だと思っています。今年度、

15名の内科医師がいたんですけども、そのうち５名

は３月で辞めて、それに対して来年度は13名の補充

しか今はできていません。今後、変形労働制という

形の定数がございますが、当院としては、各専門性

のある診療科、循環器、呼吸器、腎臓、あと、来年

度から腫瘍内科の先生たち、感染症というような形

の専門性のある先生たちが赴任する予定になってい

ます。そういうふうな、１人診療科、２人診療の中

で、変形労働制としてやることはかなり難しく、定

数が今８しか内科医はないんですけども、ほかの診

療のほうからかき集めて、どうにか埋めて、今、内

科の診療を続けていっている状況です。もしよけれ

ば、いただいた変形労働制に対する定数に関して採

用を緩和していただければ、医師も増やせて、さら

に診療に対する入院患者、外来患者の増をさらに増

やせるかと思っております。

あと、今年度、西部診療所の人の確保が難しくて、

住民の方には大分御迷惑をかけましたけども、当院

は半年以上、今の親病院の先生方が全て代診を行っ

ていただいて、どうにかカバーしていけました。来

年度は無事に１人配置することができますけれども、

その先生も潰さないように、ある程度の制限をかけ、

あと、医師の働き方改革に見合った医療を地域の住

民の方にも協力依頼をして、進めていきたいと思っ

ています。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 当院は精神科病院です。

精神科に関して、国の改革ビジョンというのが出さ



－351－

れておりまして、入院医療中心から地域生活中心へ

という高い理念が掲げられておりまして、ここ数年、

精和病院も入院患者さんの地域移行、地域定着とい

うことで、強力に推し進めているところです。次年

度は、さらにそれを強化していきたいと思いますけ

れども、それに伴って、入院に関する収益の減とい

うのがどうしても避けられないので、そこのバラン

スをどう考えていくのかということを次年度の課題

にしていきたいと考えております。

それ以外に、次年度ぜひ達成したいこととしては、

精神科の場合、やはり人権に関わる問題がかなり多

うございますので、膨大な書類の作成というのがあ

るんですね。定期的な報告とか、そういうものがあ

りますので、ぜひ電子カルテ化を成し遂げて、医師

の事務作業の量を軽減していきたいというふうにし

て考えております。

これが次年度の大きな課題の２つかなというふう

に考えています。

以上です。

○亀濱玲子委員 本当にそれぞれの課題が見えて、

去年に比べたら地域との連携が強化されていくなと

いうのが感じられました。やっぱり県立病院が抱え

る県民の命のとりでというのが、改めて先生たちの

発言から、思いから受け止められました。ありがと

うございます。

終わります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時15分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 昨日の報道で、大変朗報があるの

で、皆さん御存じかも分かりませんけれども、アメ

リカのニューズウィーク社が毎年発表する世界のベ

ストホスピタル、2020年日本版で、沖縄県立中部病

院が26位になっています。御存じかと思います。見

てみますと、中部病院より上のところはほぼほぼ大

学病院が占めておりまして、自治体病院ではトップ

であるというふうに思います。非常に感慨深いもの

がありますし、誇りに思っております。復帰前の非

常に厳しい時代からハワイ大学との研修医を導入し

て、非常に全国の優秀な医者たちが沖縄県で研修を

受けたいということで集まっていただきました。そ

の結果、離島医療を含む県民医療が非常に充実をし

てきたということを思い出しています。当局の皆さ

ん、それから関係者の皆さんの御労苦と努力に心か

ら敬意を表して、次の質問をしたいと思います。

では、令和２年度病院事業局の繰入金については、

78億円ということが先ほどありましたけれども、北

部基幹病院の収支について伺いたいと思います。合

意書案では、赤字が出た場合は県が負担するとして

いますが、拠出の在り方はどう考えておられるのか

伺います。部長、今日の質問ほぼほぼ部長ですから、

拠出はどういう種類で出されるのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 基本的に赤字になるという

ことは考えておりません。その上で、病院を運営す

ることによって、県と市町村には地方交付税の措置

がされます。それがおおよそ4.6億ぐらい見ています

けれど、その入ってきた交付税相当額は、全て基幹

病院のほうに支弁してもらうというふうに考えてお

ります。

○比嘉京子委員 では、赤字が出ないことを想定し

ておられるという理解でよろしいですか。

○砂川靖保健医療部長 基本合意書案では、北部基

幹病院の給与制度、給与水準については、現在の医

師会病院のものを採用するというふうに規定してお

りますので、そういった意味で人件費率が相当落ち

ますので、赤字の出る可能性は低いというふうに見

ているということでございます。

○比嘉京子委員 10億円の利益が出ると、３月２日

の答弁でありましたけれども、その根拠について伺

います。

○砂川靖保健医療部長 10億円の話は現金収支の

ベースで、それだけ出るというお話をしました。こ

れは収益費用についてシミュレーションした結果で

ございます。前提としまして、人件費については医

師会病院の人件費を基礎に算定したと。収益費用に

ついても、現在の両病院の水準をそのまま移行して

毎年増加していくという前提で積算しております。

収益については現在、急性期の面で１日当たり100名

近く北部圏域からほかの圏域に流出していますので、

基幹病院をつくる以上、その流出を止めるというの

が大きな眼目でございますので、その収益も計上し

たというところでございます。

○比嘉京子委員 根拠になる資料というのは、２月

17日に北部12市町村会にお配りした公文書でよろし

いですか。

○砂川靖保健医療部長 あれはざっくりということ

で、結果のみ差し上げていますけれど、その後ろに

各経費ごとのバックデータがあるということでござ

います。
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○比嘉京子委員 すみません。執行部の前列にもお

配りいただきたいと思うのですが、これを基に―失

礼しました。配ってからお願いします。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、資料の配付）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 この３枚目にあります収支、先ほ

ど概算と言いましたが、前提条件をちょっと聞かせ

てください。この１枚、２枚目の要約をお願いしま

す。

○砂川靖保健医療部長 前提条件というのは、この

別紙１というふうに書いてあるものが、ほぼ前提条

件になります。

○比嘉京子委員 先ほどから給与比率についてお話

しされていますが、これを見ますと給与比率は幾ら

ですか。分母と分子を教えてください。

○砂川靖保健医療部長 分母は収益のアからエまで

で、分子は費用のほうのアの給与費になります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から給与比率まで答弁

するよう指摘があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 61.2％です。

○比嘉京子委員 これは県立中部病院より高いんで

すけど、御存じですよね。

○砂川靖保健医療部長 県立中部病院の数値は把握

しておりません。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、資料配付）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 これはちょっと稼働率なんですけ

れども、今、折れ線グラフで見ていると、中部病院

は58％だと思います。ちょっと病院事業局お願いし

ます。給与比率は、ほぼほぼ変わらないと思います

よ、中部病院と。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、保健医療部長から人件費率を計

算するときは全て正職員として算出してお

り、1200名正職員で採用した前提であると

の説明があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 この皆さんの概算の表だけでお話

しをさせてもらいます。そうすると、ここには減価

償却費が入っておりません。現金ベースじゃないと

いうことで、入れてないと思います。いわゆる前提

条件の２番目に相当するのかなと思います。しかし

ながら、これで言うと減価償却費は幾らになるんで

しょうか。

○砂川靖保健医療部長 この試算のそもそもの目的

というのは、現金ベースでどれだけ力があって、こ

の稼いだ10億でお金を返さないといけないわけです。

整備するときに借りた企業債の償還もしないといけ

ない。それから、毎年毎年、医療機器等に対する投

資もしなければならない。なおかつ、その医師会病

院が持っていた負債、１億5000万の償還も充てる。

さらにそれに加えて、将来の建て替えに備えた内部

留保もしないといけないと。それがどれぐらいでき

るかということでつくった試算でありまして、その

中で整備のときにどれだけ起債を起こすことができ

ると。だから、国庫とか県からの補助金は幾らが必

要と。こういうものを出すための試算ということで

ございます。減価償却費が今の時点で幾らになるか

ということは、これは大した問題ではないというふ

うに見ています。

○比嘉京子委員 ということは、これは純利益では

ないと。これから様々な返済をしていくんだと。そ

ういうことの見通しはどうなっているんですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、保健医療部長から現金ベースで

長期借入金や企業債の償還及び機器等の購

入投資に10億円は充てられるとの説明が

あった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 じゃあ伺いますけれど、減価償却

費というのは今県立病院、特に新しく造った八重山

病院も含めてですけれど、これは経営に重大な影響

を与える計上すべき予算なんですよ。その見通しも

ないのですかという話。入れていないのはいいです

よ。前提条件に入っているから、私はいいです。だ

けれども、その見通しはないんですかと聞いてるん

です。

○砂川靖保健医療部長 200億規模のものを造ったと

きに、それが大体どれぐらい減価償却になると、こ

れはありますよ。なおかつ、その前受金という収益

もあるわけです。減価償却費だけじゃなくて、今そ

の起債分だけじゃなくて国庫補助金相当額も減価償

却することになりますので、経理上ですね。その前
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受金経費もあるわけですよ。ただ、この現金の支出、

現金の入ってこないもの、収入支出伴わないものに

ついて、今は除いて考えていると。あくまでもこれ

は病院整備した後の資金力を見るための試算ですの

で。そういった意味では、特段減価償却費を今、計

上しなくても問題はないということです。

○比嘉京子委員 いわゆる、この収益から減価償却

費、もろもろのものを引かれていくわけだから、本

当に赤字が出ないかどうかというのは―じゃあどう

やって分かるんですか、冒頭で赤字が出ない方向で

いるということは。

○砂川靖保健医療部長 減価償却費がどれぐらいに

なるかというのは、計算して出せることは出せます

けれど、それでも10億程度、現金ベースで余裕があ

るんだったら、純損益ベース、損益勘定ベースでも

赤字になることはないというふうに見ています。

○比嘉京子委員 では、病院事業局にお聞きしたい

と思います。直近の八重山病院の施設整備費と資産

購入費を合計すると幾らになるか。そして、派生す

る減価償却費は幾らになるか、答弁お願いします。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

新八重山病院の整備事業に係る事業費の合計額で

ありますが、約152億6700万円となっております。う

ち施設整備費が137億700万円、それから資産購入費

が約15億6000万円となっております。

○比嘉京子委員 それに伴う減価償却費は幾らです

か。

○古堅圭一病院事業経営課長 平成30年度の決算に

おける県立八重山病院の減価償却費は、決算ベース

ですが、２億4940万3265円、前年度に比べて1750万

4649円のマイナスとなっております。それから、令

和元年度の決算見込値でありますが、八重山病院の

減価償却費は８億6946万1000円、前年度に比べ約６億

2005万7700円余りの増加を見込んでおります。

以上です。

○比嘉京子委員 今、152億で８億5600万。じゃあ

200億では幾らになるか、計算されているならおっ

しゃってください。

○砂川靖保健医療部長 減価償却費ですけれど、例

えば建物、構築物、医療機器を含めて200億ぐらいで

計算すると、減価償却費自体は大体１年目から５年

までが9.5億ぐらいになります。医療機器の償却が終

わる７年目ぐらいからは6.6億ぐらい、それから５億

に落ちていきます。一方で、そういう減価償却費を

計上するということは、収益のほうに長期前受金も

計上するわけです。これは、年間6.8億ぐらいありま

すから、そういった収益費用を換算しても、今のこ

の試算でも純利益を見ると純利益のほうが出るとい

う計算になるというふうに思います。

○比嘉京子委員 今、152億で８億5600万。それで

200億で９億ですか。計算間違っていないですか。

○砂川靖保健医療部長 200億で整備費を上げていま

すけれど、減価償却費は建物が3.5億、構築物が

3900万、医療機器が5.4億、車両が1700万ぐらい計上

しているわけです。その前提となっている整備費は、

まず、土地の購入費が8.7億で、建物自体は今は165億

でやっているわけです。構築物が14億、医療機器が

33億、こういった計算で出した減価償却費というこ

とでございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から病院事業局長に対

して221億円の減価償却は幾らになるか算出

するよう要望があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 計算よろしくお願いします。

今、少なくとも、上がってきた収益からそれらを

払っていくということが考えられているようですけ

れども、少なくとも９億円が10億円からなしになる

わけですよね。払わなきゃいけない。

○砂川靖保健医療部長 10億というお金は、現金ベー

スで出したんですよ。だから現金の支出、入りが伴

わない減価償却費とか前受金というのは外している

だけの話なんです。だから、これを入れたとしても

現金ベースで10億は変わらないですよということで

す。要するに、内部留保がこれだけ出ると言ってい

るだけの話ですよ。

○比嘉京子委員 分かりました。別口からやりましょ

う。

病床稼働率について伺いたいんですが、今、病床

稼働率は、先ほど配ったように許可病床より北部の

場合70床も落としているわけです、稼働率は。分か

りますか。今、皆さんが出している病床稼働率は96％

から98％になっているわけですよね。そのことの根

拠について伺います。

○砂川靖保健医療部長 これは再三申し上げている

んですけれど、急性期に限って見ても、今北部から

１日100名流れているわけですよ。ほかの圏域に流れ

ているわけです。これはちゃんとデータがあります

ので。我々が今、問題視しているのは、そういう状

況を問題視にしているわけです。ポテンシャルとし

ても、これだけの患者を流出させない、そのための
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医療圏ですから、そういったことをすればこの試算

で表している病床利用率96、98というのは十分可能

な数字だというふうに考えております。

○比嘉京子委員 中部病院圏域の中部病院長に伺い

たいんですが、圏域の人口はどれくらいですか。

○本竹秀光中部病院長 ちょっと正確な数字は覚え

ておりませんけど、恐らく50万超ぐらいであります

かね。すみません、２次医療圏があまりにも。それ

ぐらいかなと思いますけど。

○比嘉京子委員 北部は10万人圏ですよね。それで

今のような算出根拠で大丈夫ですか。

○砂川靖保健医療部長 結論から言って、大丈夫で

す。中部は50万の医療圏に４つの急性期病院がある

わけです。それ以外の病院もあるという中において、

その中部の県立中部病院は100％近い病床利用率を上

げているわけですね。我々のデータ、これは実際の

データです。100人流れているというのは。北部医療

圏から流れて中部医療圏、南部医療圏で100人流れて

いるわけですよ。基幹病院をつくる以上、そういっ

た流出というのはなくさないといけない。可能性と

しては十分あるわけですよ。いい病院ができて、ちゃ

んと医療機能を発揮できれば100人流れることはない

と。そうすれば、この病床利用率は十分達成可能な

数字ということです。

○比嘉京子委員 病床は幾らと見込んでいるんです

か。

○砂川靖保健医療部長 急性期で400床、それと、今

後の話合いによりますけれど、回復期で50床程度を

入れるかどうかですね。450床で今、基本において計

算しているということです。

○比嘉京子委員 病床稼働率が１％減じていくと、

幾らの損益になりますか。

○砂川靖保健医療部長 そこまでは計算していませ

ん。計算すれば出ると思いますけれど、今、あくま

でも、そういう前提に立った上でどれだけの償還能

力、内部留保する能力があるかということを見るた

めの試算ということでございます。

○比嘉京子委員 私が計算してみましたら、9800万

円程度になります。ということは、96％から１％ず

つ減っていくごとにですよ、10億の積算根拠は減っ

ていくということなんですよ。

○砂川靖保健医療部長 確かにそういう計算をすれ

ば減っていきますよ。減っていきますけど、全然そ

ういう見込みのないところに、この病床利用率を設

定しているわけじゃないわけです。患者はいるけど

流れている。それを流さないようにするという可能

性があるから、この98％、96％というのは可能な数

字ということを、我々は前提に立っているというこ

とですよ。

○古堅圭一病院事業経営課長 先ほど御質疑のあり

ました、221億に対する減価償却費は幾らかという問

いについて、この減価償却の方法、それから種類、

耐用年数等々によって、大分減価償却費の費用が異

なってまいりますので、一定の条件をつけて試算を

してみますと、仮に221億円が建物全てと仮定して計

算しますと、償却期間が病院の場合は39年。それか

ら、償却率が0.026という数字が出てまいりますので、

221億円から帳簿価格の10％相当額22.1億円をさっ引

いて、償却率0.026を乗じますと、１年当たり５億

1714万円という減価償却の費用が出てまいります。

以上です。

○比嘉京子委員 今建物の費用は、ここで165億に

なっています。今、建物と設備費を合計して減価償

却費をお願いしたんですけど。

○古堅圭一病院事業経営課長 減価償却の償却資産

によって、減価償却の費用が異なってまいりますの

で、建物と建物以外の合計の減価償却ということで

あれば、もう少々時間が必要かと思います。

○比嘉京子委員 少なくとも八重山病院の152億より

は上がるはずですよね。ですから、それから見ても

200億余りのものに対して９億ということは、非常に

疑義があると言わざるを得ません。ちなみにですね、

ちなみにというか、病床稼働率も非常に大幅に拡大

に読んでいるというふうに、非常に危機的な感じが

するんですけれども、その際になぜかといったら、

今93％という北部病院は、稼働率を許可病床から落

としているわけですよ。70床も落としての稼働率な

んですよ。そのことを踏まえてやっておられるとは

とても思えません。そのことを踏まえると、非常に

この概算の甘さを感じています。そして、見込みを

非常に過大にしていると言わざるを得ないんですね。

そういうことからすると、今の10億の利益について

は非常に疑義があると。このことについて、私はやっ

ぱり議会においてもう一度、訂正の、自分たちの見

込みというのが本当に根拠に基づいているのか、そ

して、過剰な見込みになっていないのか。そういう

ことも踏まえて、私は非常に疑問に思っているんで

すが、これは担当副知事等には伝わっているんです

か。

○砂川靖保健医療部長 まず、前段の御質疑ですけ

れど、医師会病院の病床率は今でも90.5ございまし

て、県北も稼働病床で見れば95％の病床利用率はあ
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ります。この患者数というのは、両病院合わせた延

べ患者数で16万7927名いるわけです。これをその稼

働している病床493床で見ると、病床利用率は93.3％

ぐらいになります。こういった数字からいえば、こ

の450床程度でやった場合、100％超えちゃうわけで

すよ、今の患者数から見てもですね。我々、その急

性期だけ見ても、実際に100名、本当に流れているん

ですから、こういう流れている患者を止めると。そ

れが目的ですから、そういう前提に立って試算をす

るのは当然だと思います。その上で、病床利用率、

450床ベースでいった場合の98％、96％は十分可能な

数字というふうに考えております。この試算につい

ては、特段これについてはざっくりした数字という

ことで、三役にはまだ報告しておりません。

○比嘉京子委員 これは部の公文書になっておりま

す。ですから、責任を持つべき資料ですよね。それ

と同時に今、許可病床と稼働病床に差があるわけで

すね。全てがマイナスになっているわけです。その

差は、どういうことが主な原因として病床減になっ

ているんでしょうか。病院事業局長にお聞きします。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から許可病床と稼働病

床の違いについて説明するよう指摘があっ

た。）

○狩俣信子委員長 再開します。

久貝忠男北部病院長。

○久貝忠男北部病院長 327床が許可ですが、実際フ

ルに稼働したことは過去ないような気がしますけど、

10対１の段階で280近くあったと思います。そして、

７対１にした段階で257にして、要するに看護婦さん

の数を変えずに、そのときは需要がいろいろ、将来

７対１にしても稼働病床がちゃんと回るかというこ

とで257にダンピングして、看護婦さんの数を変えず

に７対１にしたという経緯があります。そして、現

在は95から96％ぐらいやっていますが、一時期７対

１にしたときにちょっと稼働病床が落ちたので、そ

のうち看護師さんが戻ってくればまた病床数を増や

そうという目算でいました。歴史的にはそうです。

○比嘉京子委員 部長、お聞きになったと思うんで

すが、今部長がおっしゃったことは全て人が集まっ

てきてからの前提なんですよ。今、看護師が年間、

個人的理由で100名辞めるんです。それで今、稼働病

床がこれだけどんどん落ちていくということは、ス

タッフが足りないということなんです。その問題も

非常に抱えていて、３年間、県立から行かそうなど

というお話もあるようですけれども、人員確保が非

常にはっきりとした根拠がない中で、こういうよう

な読みをするということは非常に危険で、私は県立

の繰出金にも大きな影響を与えるというふうに思っ

ておりますので、これからももっとチェック機能が

必要で、私は委員会においては人的配置について聞

こうと思っていますけれども、今のところそういう

ことも含めて非常に甘い計算について指摘をしてお

きたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 看護師に限った話をします

と、500名ぐらい新しい病院で必要になってくると思

います。我々は今、看護師については530名見ていま

す。530名のうち30名は育休要員でございます。それ

だけ手厚く見ていると。これが本当に確保できるの

かという話ですけれど、県立から派遣というのも考

えていますけれど、県立が派遣できるのというお話

ですけど、県北にも今250名いるわけですよ。全部が

全部、新しい病院に行くとは思いませんけれど、こ

れは職を奪うわけにはいきませんので、ほかの県立

病院に回すことになります。すると、県立病院は毎

年100名ぐらい採用していますけど、その採用がいら

なくなるわけです。その分は新しい基幹病院のほう

の採用にも回せることができるだろうということで、

毎年毎年、派遣する職員を減らしながら採用を増や

すことによって、十分530名の要員の確保は可能だと

いうふうに見ております。現に今、医師会病院もそ

んなに看護師不足で苦労している状況にはございま

せんので、北部という地域性はありますけれど、向

こうの大学、養成学校、毎年40名近く北部圏域で働

いていますので、十分可能というふうには見ていま

す。

以上です。

○比嘉京子委員 北部出身の看護師は１割にも満ち

ませんので。

○狩俣信子委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 同じく北部基幹病院の件でお伺い

しますけど、今回の本会議で、親川敬議員の一般質

問の中で、ある程度、不採算医療の問題等の内容は

理解できたつもりであります。赤字になることは予

想もしていない。10億円の利益を予定しているとの

答弁でもあったし、今日もそういうような状況でも

あります。この数字が一人歩きするのが非常に怖い

なという感覚も持っている中でちょっと聞かせてい

ただきたいんですけど、医師会病院のこれまでの借

入等の負債は、年次的に返済されているような状況

も理解しているつもりですけど、合併したときに、

そのうちに今後の指定管理の中にそれが入ってくる
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可能性もあるんですか。それは絶対にないと言い切

れますか。

○砂川靖保健医療部長 当然、新しい基幹病院がで

きたときは、北部医師会病院というのはなくなるわ

けですよ。消滅するわけですね。じゃあ消滅したか

ら借金がみんなチャラになるかと。資産、負債があ

るわけです。それはどうしても整理するところが必

要と。これを今、引き継ぐというふうに書いていま

す。これをどういったお金で返すかというのは、先

ほど来申し上げている10億。資金ベースで10億ぐら

いの内部留保が出ますので、それを原資にして、今

と同じ方法で返していくということですよ。

○平良昭一委員 これは北部全体、その協議会あり

ましたけど、それは了解しているというふうに理解

していいですか。

○砂川靖保健医療部長 これは基本合意書案に書い

てある話ですので、それについては12市町村とも理

解して了解しているという認識でございます。

○平良昭一委員 実際、合併してできたとしても８年

後ぐらいというような状況の中で、それまでには全

く支払い、返済は終わっていないということになる

の。

○砂川靖保健医療部長 償還計画が新しく改変して

から平成27年から平成47年というふうになります。

償還計画がですね、向こうの今の。平成47年という

のは令和17年ですから、それまで北部基幹病院、ま

ず話はありませんので、それ以前に話がうまくいっ

たら北部基幹病院というのができて、この負債を引

き継ぐことになると思いますけれど、うまくいって

令和８年というふうになった場合は、そのときには

まだ16億円ぐらいの負債が残っているという話にな

ります。

○平良昭一委員 １億5000万円ぐらい支払いしてい

ると、返済しているということでしたけど、これが

継続しているのかな。

○砂川靖保健医療部長 そういう１億5000万円ずつ

返済していると。これが令和11年ぐらいまで続いて、

それ以降は12億円とか、最終的には９億9000万円ぐ

らい落ちるという計算です。9900万円ですね。１億

2000万円、9900万円になるという話です。

○平良昭一委員 北部のメンバーというのは、やっ

ぱり財政面での負担を非常気にしてきたところもあ

ります。これは、財政面は行政が心配するというこ

とでありますけど、北部の住民からすると、もうお

金の問題ではないわけですよね。今これだけ広がっ

てきているわけですから。ただ気になるのは、医師

の確保が本当にできるかということをみんな心配し

ているところです。400床から450床を予定している

中で、同規模の病院が県立でも県内に３か所ぐらい

あると言っていますけど、それぞれ医師のローテー

ションと確保はしっかりできているような状況です

か。

○砂川靖保健医療部長 現状で、医師の確保ができ

ないということで、今北部における政策医療と不採

算医療というのが提供できない状況があるわけです。

これを改善するために、今の……。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、平良委員から北部病院以外の３か

所は医師のローテーションがされていて確

保はできているのかと確認があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 これは本会議で答弁してい

る、多分県内の県立病院のことを言ったと思います

けれど、南部医療センターと中部病院を言ったと思

いますけれど、そのときも申したと思いますけれど、

病院の医師というのは、むしろ沖縄県に帰属してい

るというよりも今自分が所属している病院に帰属し

ている意識が強いわけですよ。そういった意味では、

我々一般職のような人事ローテーションというのは、

ほぼほぼ行われていないというふうに見ています。

そういった状況下の中で、今北部の問題をどうする

かと考えたときに、やっぱり医者自らが行きたいと

思うような病院をつくらないといけないわけですよ。

そこに行ったらキャリア形成もできると。今この

200床規模程度の病院が２つあることによって、それ

が実現できているかって、そうじゃないでしょうと

いうことですよ。現に他府県を見ていますと、200床

規模の病院が２つあった場合と、400床規模の病院

１つの場合、医者の数というのは2.7倍違うわけです

よ。それだけ収益力からいっても、400床規模の病院

がはるかに優れていると。そういうふうに医者が集

まることによって指導体制も確立できるし、キャリ

ア形成に必要な症例数とか、症例のバリエーションっ

ていうのも出てくるということで、今の現状を続け

ても何も変わらないわけですから、ここは思い切っ

て医者が集まるような病院をつくる必要があるとい

うことです。

○平良昭一委員 北部の住民は、医師の確保ができ

るかどうかだけですよ、もう。それを安心できるよ

うな状況をつくらないことには、合併しても変わら

ないんじゃないかという、この払拭をしないことに
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は難しいんですよ。なぜかというと、これまでの経

験、それがトラウマとなって残っているわけ。何か

のたびに、問題になったたびに、閉鎖されるたびに、

特に産婦人科とか閉鎖されるたびに、はい、オープ

ンしました、それでも長続きしない。いなくなる。

余計追い込まれてきているわけですよね。それが積

み重なってきて、トラウマとなって、北部で命を預

けるところはないなという感覚になってしまってい

る。そこにこの基幹病院できるのは非常にいいこと

ですよ。それで、財政レベルは行政が議会側で議論

してもいいと思いますけど、ここに残されているの

は住民なんですよね。この住民が、医師の確保が本

当にできるかという説得をされるような情報開示が

全くない。それを我々北部のメンバーは、口をそろ

えて言ってきたつもりです。特に、親川県議はそれ

をしつこく言ってきたつもりであるけど、なかなか

それが伝わってこない。住民はそれで安心できてな

いというのが、今の流れなんですよ。つくってほし

いですよ、早めに。ただ、医師確保が今のままでは

駄目だから統合したほうがいいですよだけでは納得

しないよということです。そこをどう情報開示をし

て、住民を説得するかというのが大きなポイントに

なりますけど、そこをどうするかということをちょっ

と考えていただきたい。

○砂川靖保健医療部長 そういうお話があったもの

ですから、私もマスコミの論壇に執筆しました。そ

ういうことで、医師確保の有利性というのもあると

いうことを紹介したつもりでございます。北部の議

会筋からも、Ｑ＆Ａみたいなものを作って公表して

くださいというお話がありましたので、そういった

ことにも対応しております。必要であれば、市町村

議会の全員協議会にも出ていって説明しております

ので、そういった活動というのは今後とも引き続き

やっていく必要があるだろうというふうに思ってお

ります。

○平良昭一委員 過去の資料とかにも経営システム

の比較なんか出されていますけど、その中で医師確

保をというのは現行のままがいいというような状況

も出されているわけよね、過去にね。だから、そう

いうことを見て、今より悪くなるんじゃないかと言っ

ている人もいるわけ。そこを丁寧に説明していかな

いと、財政面だけよくなります、通りましたという

ことだけでは済まされないような状況があるから、

ここを徹底して、情報開示しながら説明していただ

きたい。

○砂川靖保健医療部長 全ての資料を開示する方向

で今していると思っているんですけど、足りないな

らなお一層開示はするということでございまして、

この説明、再三申し上げていますように、我々北部

の住民とじかに話したことはないですよ。ただ、私

そういう機会があるんだったら、それは積極的に対

応したいと。今、議会等、首長さん中心にやってき

ましたけれど、推進協議会、推進会議みたいのがご

ざいますので、必要があればそういうものにも出席

して、説明することはやぶさかではないということ

は申し上げておきたいと思います。

○平良昭一委員 とにかく、北部の皆さんが見離さ

れないようなやり方をしていただきたいというのが、

我々の願いでありますので。

次に移らせていただきますけど、これも急ぐべき

ことだというふうに常々言いましたけど、タイワン

ハブの件です。平成29年度から名護市の喜瀬、ある

いは恩納村の名嘉真地区において、危険外来種の咬

症絶滅モデル事業を実施してきましたよね。その成

果というのは、どんなものですか。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 成果についてお答

えします。

現在、低密度化実験関係ということで、名護市喜

瀬から恩納村名嘉真を駆除モデル地区として、同地

区内に重点地区を設定し、拡散防止フェンスを設置

し、ハブ捕獲器を設置して、タイワンハブの低密度

化の実証実験を行っており、有効性が確保された場

合は他の地域にも展開していく予定であります。ま

た、新たな防除手法の開発等も含めて、今、マウス

に代わる誘引剤の研究を行い、誘引成分候補の抽出

に成功しており、今後効果を確認する予定でありま

す。

○平良昭一委員 実質上捕獲した数字とか、そうい

うものは出せないかな。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 捕獲数値というこ

とで、平成30年はタイワンハブが658匹ということで

上がっております。

○平良昭一委員 その中に在来種は幾ついたか。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 在来種のハブが

９匹ということで上げております。

○平良昭一委員 こういう地域がかなり北部にある

んですよね。急がないといけないという必要性があ

るということで、もう保健部だけでは駄目だという

ことで環境部に提言しましたけど、そこでも在来種

を保護するための、おかしな話ではありますけど、

在来のハブを保護するために外来種を駆除しなさい、

環境のためにやりなさいということなんですけど、
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実は先般、タイワンハブに自宅内でかまれた人の話

を聞いたんですけど、病院の先生もいますから聞き

ますけど、在来の血清とタイワンハブにやられたと

きの血清というのは違うんですか。違うという話を

聞いたんですけど。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 現在、我が国で承

認されているハブ咬傷治療薬は、乾燥はぶ抗毒素の

みであり、県衛生環境研究所の研究によると、タイ

ワンハブにも効果があることが報告されております。

その理由としては、在来のハブとタイワンハブの毒

の種類や成分が似ているためだと考えられておりま

す。なお、台湾においては乾燥タイワンハブ抗毒素

が製造されており、県衛生環境研究所の研究による

と、外来のハブにも効果があることが報告されてお

ります。

○平良昭一委員 実際にかまれた人が、神経毒と腐

敗が進む毒だということで、別々じゃないかという

ふうな言い方されたんですけど、本当にこれで大丈

夫ですか。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 そのような形で研

究の報告をされているということであります。

○平良昭一委員 あとはもう環境部の問題の対策も

大いに期待したいなと思います。とにかくもう、急

ぐべき状況のところにあることだけは理解していた

だきたい。

民泊事業の件でちょっと聞きますけど、先般、教

育旅行民泊との関わり合いの中で、かなり議論をし

ているような状況があります。教育旅行民泊指針を

しっかり理解して、実行している市町村もかなりあ

ると思いますけど、それとの兼ね合いの中で、皆さ

んのところに相談等が市町村の中からあったような

状況がありますかね。

○新城光雄衛生薬務課長 糸満市のほうからは、教

育民泊をやりたいというような希望はございます。

○平良昭一委員 それ以外はないですか。

○新城光雄衛生薬務課長 教育民泊をやりたい場合

においては、うちの条例の中では制限に入らないと

いう形でやっております。

○平良昭一委員 いわゆる旅館業法に基づく簡易宿

所営業に係る許可を取得して、いわゆる教育民泊を

受け入れているところには、先般制定した条例の対

象にはならないんですよね。確認したいと思います。

○新城光雄衛生薬務課長 条例の対象にはなりませ

ん。

○平良昭一委員 であれば、これまで教育民泊をし

てきた方々に対しての指導というのは、皆さんのと

ころではやれなくて、別の課のほうでやるという形

になるの。それとも関わっているの、これも。

○新城光雄衛生薬務課長 旅館業の認可については

保健所のほうに下ろされておりまして、やっており

ます。

○平良昭一委員 そうであれば、もうちょっとスムー

ズにそのお話を進めていくべき状況ができるんじゃ

ない。いわゆる、今糸満市からだということであり

ますけど、それはいわゆる都市部の騒音、あるいは

ごみ出し、そういう苦情を軽減させるために、抑え

るために新しく条例を制定したわけですから、本来

の形として教育旅行民泊をやってきた実績があるわ

けですから、当然この指針に基づいて、いわゆる教

育委員会、文化観光スポーツ部で定められている指

針がありますよね。それに基づいてやっているわけ

で、当然これをクリアしてきているわけですから、

当然その部分で皆さんが話できる部分はあるんじゃ

ないの。

○新城光雄衛生薬務課長 簡易宿所をできる場所と

いうのが、住居専用地域とかそういったところでは

できないので、そういったところについては住宅宿

泊事業法の届出をやってもらうという形になってお

ります。

○平良昭一委員 どっちのほうが緩和するために得

策だというふうなことは、考えたことないですか。

○新城光雄衛生薬務課長 旅館業法であれば、365日

全部やることができます。ただ、住宅宿泊事業法に

おいては、上限は180日以内というふうになっており

ます。

○平良昭一委員 都市計画区域内、それ以外という

形の中での違いが出てくるわけですよね。どうして

も、その部分の法律のほうが上になるというような

見解に立って考えないといけないわけですか。

○新城光雄衛生薬務課長 そのようなことになりま

す。

○平良昭一委員 となると、これはもう土木建築部

の部分になるのかな、その都市計画の部分は。それ

とも企画になるのかな。その辺まで及んでいかない

と、これまでの教育民泊していた方々が民泊新法の

中で制限を受けてきているような地域にいる場合、

その方々、その分野の中でも話をしていかないとク

リアできないとことで、そういうふうにして理解し

ないといけないような状況なのか。

○新城光雄衛生薬務課長 今言う住居専用地域とか、

そういったところにある場合においては旅館業はで

きませんので、教育民泊をするとなった場合は住宅
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宿泊事業法の届出を出して、180日以内という形にな

ります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、平良委員から都市計画法上の用

途制限区域がネックであれば、関係する企

画部や土木建築部と調整しなければ教育民

泊の問題は解決できず、事業をすることが

一切できないと理解していいかと確認が

あった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

新城光雄衛生薬務課長。

○新城光雄衛生薬務課長 うちの条例のほうで規制

してはいるんですけども、その条例から外れれば一

応180日以内は住宅宿泊事業はできると。ただ、都市

計画法の中において、こういった住居専用地域とか

を定めていますので、それを外すのはこういった都

市計画法とか、そういったところになります。

○平良昭一委員 これもまた、まだまだ議論が必要

になってくるような状況だと思います。とにかくこ

れまでやってきた方々、いわゆる修学旅行を対象と

してきた方々に対しては、ある程度の門扉を開いて

あげないといけないという感覚は持っていたんです

よ。しかし、都市計画法上、あるいは住宅専用地域

であればもうこれは無理だというようなことであれ

ば、ほかの部署の方々との話もしないといけないよ

うな状況が出てきたなというのも分かりましたので、

分かりました。

最後に１点だけ。新規の僻地診療所の施設整備等

の補助事業が出ていますけど、これの中身をちょっ

と教えていただきたい。

○諸見里真医療政策課長 お答えします。

へき地診療所施設整備等補助事業ですが、これは

新規というか、四、五年ぐらい間が空いていまして、

実は前から実施はしております。当然、毎年市町村

から要望を受けまして、整備に支援を行っていると

ころでございます。内容としましては、僻地診療所

の新築、あと改修等の施設整備を行う市町村に対し

て補助を行うという内容になっております。

以上でございます。

○平良昭一委員 どこね。

○諸見里真医療政策課長 令和２年度は粟国村の歯

科診療所と、医師住宅も併せて整備するということ

になっております。

○狩俣信子委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 新型コロナ対策について。最初に

24時間コールセンターの相談体制と相談件数、お尋

ねをいたします。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

県は２月20日に相談体制を充実させるため、24時

間対応のコールセンターを設置しました。コールセ

ンターでは保健分野の相談以外にも、観光や教育等

に関する相談にも対応しております。

○西銘純恵委員 相談件数も聞きましたが。

○山川宗貞地域保健課長 ２月20日から３月５日ま

での間、コールセンターの相談件数は2059件で、１日

平均137件の相談が寄せられております。

○西銘純恵委員 その中で検査をしたいとか、かかっ

ているんじゃないかという相談もあったと思うんで

すが、それは何件だったでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

大変申し訳ありませんが、その内訳に関してはま

だちょっと集計中ですので、集計ができましたらま

た御報告いたします。

○西銘純恵委員 37.5度以上の熱が四、五日続いて

いると。それで、民間開業医に行って保健所に連絡

をしたら、検査を受ける必要がないと言われたとい

うんですけれども、どうしてでしょうか。条件があ

るんでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

基本的には、国が立てている条件というのがござ

いまして、中国の浙江省ですとか、いろんな流行し

ているところから帰ってきたようなところとか、実

際に患者さんと接触をしていて、それで感染が疑わ

しい方たちが結構発熱とかせきなどの症状があった

場合に、基本的には検査をしなさいというふうになっ

ております。

○西銘純恵委員 これは厚労省からですか。私これ

がおかしいと思うのよね。接触したかどうかという

のは、いろんな人の接触の中で本人が感知していな

いものがあるわけですよ。だから、熱があってとい

う疑いのときにどうして検査しないのか。そこは県

としてはやるべきではないですか。

○山川宗貞地域保健課長 確かに委員御指摘のとお

り、誰が患者さんか分からない状態ですと、そうい

うふうなお話があるかと思います。基本的に沖縄県

のほうでは、これまで患者さんが一応３名発生して

おりますので、その患者さんの御家族ですとか、あ

とは一緒に働いている職場の方たちもやはり熱が出

て、実際にこの検査をしたというのはございます。

ただし、それらの方たちは基本的に、幸いなことに

陰性だったということなんですが、国の立てている

基準以外にも実際には協力している医療機関の方た
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ちで、肺炎で入院されている方たちで、接触歴はな

いんですが、やはりこれは不明の肺炎だという方た

ちは百何十名か検査をしていますので、その方たち

も基本的に今は陰性だということになっております

ので、基本的に元気な人たちで37.5度の熱が４日以

上続いているからといって、すぐさまということに

は今なっていないということになります。

○西銘純恵委員 若い人とか子供たちはそんなに重

症化しないようなことも言われているし、働いてい

る―その事例は本人が検査を受けたいということで、

労働者なんですよ。だからやっぱり気になってとい

うのは、どうして受けないのかというのは、この２つ

がネックになっていて駄目ということでは、本当は

潜在的に結構広がっているんじゃないかという逆の

危惧というのかな、不安につながるのではないかと

思うんですが、ある日突然、爆発的に出てくるとい

うこともあるのではないか、そこら辺に対応するこ

とは重要じゃないかと思うんですが。

○山川宗貞地域保健課長 現在行われているＰＣＲ

検査というのは、確かに件数は限られているので、

どうしても重症化を見込めるような方たちに対して

今やっているということなんですが、国のほうで、

ほかの県で発生しているクラスターによる事例です

とか、そういうものがあった場合にはやはり、例え

ばライブハウスに行った人たちで感染が広がってい

る場合には、そこの人たちも対象にするだろうとい

うのは一応考慮してもいいのかなというふうに考え

ております。

追加なんですが、沖縄県のほうでは基本的に医者

が判断した場合には、それを尊重してなるべくは検

査ができるようにというように今体制を整えている

ところではございます。

○西銘純恵委員 今の答弁で、本当に医者が紹介を

して保健所といったら、やっぱり保健所は受け入れ

るはずです、今の県の対応をすればね。だから、も

う少し保健所に対して今の方針を伝えるべきだと思

うんですが、いかがですか。

○山川宗貞地域保健課長 実際にそういうふうにし

ていきたいというふうに考えております。ちなみに、

実際に先ほどお話をした中でも、症例的に合致しな

い肺炎というのを保健所のほうでもやはり受け付け

ている例はあって、153名の方たちというのは、そう

いう症例的に合致しないけども検査をしたと。ただ

し、この方たちは陰性だったということもあります

ので、まるきりないというわけではございません。

○西銘純恵委員 やっぱり働いている皆さんが、そ

ういう実際検査したいというのには応えてほしいと

思います。

あと、この新型コロナの対応で、県立病院はどの

ようなことをやっていますか。そして、ほかの公立

や民間病院とのコロナ対策はどう違うんでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

県は今後、県内で感染が拡大することも想定しま

して、１月29日に専門家会議を開催して、県内の感

染早期から流行に至るまで医療体制を確認したとこ

ろになります。その中で、患者の未発生期から感染

早期におきましては、感染症指定医療機関である各

県立病院や琉球大学医学部附属病院を帰国者・接触

者外来医療機関に指定しまして、新型コロナウイル

スの感染が疑われる患者さんの診療や治療を行うこ

とにしております。一方、公立や一部民間の医療機

関については、協力医療機関に指定しまして、これ

らの医療機関でも外来診療や検査を行い、遺伝子検

査で陽性になれば指定医療機関へ移送されますが、

軽症であってそこの病院で診れる場合には、やはり

協力医療機関で入院治療を行うということになりま

す。さらにそれが広がった場合には、医師会の協力

も得て民間のクリニックとかでも患者さんを診ると

いうことになるかと思います。

○西銘純恵委員 この体制は、もう取っているとい

うことでよろしいですか。

○山川宗貞地域保健課長 基本的にこの考えという

のは、医師会の先生方も受け入れていただいている

と考えおります。

○西銘純恵委員 県立病院の先生方にお尋ねします。

この間の、病院でそれぞれの電話を含めた相談や外

来検査、治療状況はありますでしょうか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

相談の件数まではちょっと把握していないんです

が、１月末からの検査の件数は県立全体で68件の症

例の提出を行っています。

○西銘純恵委員 県立病院を指定してということで、

琉大病院ということでいったんですけど、やっぱり

県立というところがそういう感染症、急な医療を行

うということは今聞いて分かるんですけれども、た

だ、電話相談等を含めたら結構に上っているのでは

ないかと思うんですよ。検査は68件と。これは６か

所の病院ということでしょうか、それとも５か所の

病院ということでしょうか。だから、電話もぜひ何

件あったのかをつかむべきだと思います。私が聞い

ているのは、この業務で県立病院が業務過重になっ

ているというのを、どういうふうにして評価して、
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それなりの予算措置を取るとか、必要だと思って聞

いています。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

委員おっしゃるような日常的な相談が、患者さん

だけじゃなくて近隣の医療機関からも、感染症を担

当しているドクターにもひっきりなしに入っている

というふうなのを聞いて、１日どれくらいかという

ことを聞いたことはあるんですが、実際それが累計

どれぐらいになるかとまでは、今集計をしておりま

せん。申し訳ありません。

○西銘純恵委員 ひっきりなしということほど、こ

の体制をそれなりに取っていくというのは大事だと

思うんですよ。だから、そういうのは急な経費、体

制ということでも、どちらかが予算措置をするとか、

これは県立病院独自の話ではないと思うので、この

財政支援は、政府は何でもやると言っているのであ

れば、そこも求めるというのは大事だと思います。

それと、学校休校によって病院の職員が休んだと

いうことはないですか。

○大城清二病院事業総務課長 お答えします。

各県立病院のほうに電話で確認したところ、学校

の休校措置が行われていない八重山病院を除いて

５つの病院なんですが、非常勤含め子供の養育のた

めに休暇を取得する職員、それから学童保育の開園

時間に合わせ出勤を遅らせたり、退勤を早めたりす

る職員が複数いるということで確認はしていますが、

各県立病院において、現時点では特に各県立病院の

診療に大きな影響を与える状況にはないということ

で、一応報告は受けております。

○西銘純恵委員 政府は、休業したら１日8000円余

りの補償をするとか、いろいろ出ていますので、そ

こも含めてやっぱり積算をして、請求をするという

ことも大事だと思います。やってください。

次、コロナ抱えてひきこもりの状況、そして調査

を行うことについていかがでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

沖縄県では平成29年度にインターネットによるＷ

ＥＢアンケートを実施しました。回答数が数件とい

うことで公表はしておりませんが、その中の回答で

は経済的な悩みをほとんどの方が抱えていたり、そ

れを受けて平成30年度に実施をしたひきこもりに関

する講演会、これはファイナンシャルプランナーを

呼んで親御さんたちに経済的なものをお話ししてい

ただきましたが、その際に実施したアンケートでは、

長期化している方がやはり多いということや、人間

関係の悩みや就労、経済的な問題を抱えているとい

う等、問題把握をしております。国のほうでは各市

町村によって相談窓口の設置を促す等、より身近な

市町村での支援の検討を進めているところです。こ

れまでの国の調査や、そのほか市町村が行った調査

によって確認されているひきこもりに関する課題に

対して、今後、県として行うべき対策や市町村で必

要な対策というのを市町村と協力して検討していき

たいというふうに考えております。

○西銘純恵委員 やっぱり調査をしないと、皆さん

が実際に困っているのは何なのかと。経済的な状況

というのは一番出ているかと思うんですけども、ぜ

ひ支援策を確立していくという立場でやっていただ

きたいと思います。

次、離島患者等通院費支援事業の対象離島、何島

と対象人数と支援内容。離島で使われていないとこ

ろがあるのかどうかも、併せてお願いします。

○諸見里真医療政策課長 お答えいたします。

離島患者等通院費支援事業の対象となるのは、37の

有人離島を抱える18市町村でございます。県が把握

している平成30年度の対象人数は3424人となってお

ります。支援内容としましては、対象疾病の患者等

が島外の医療機関へ通院する場合の交通費及び宿泊

費への助成を行う市町村に対して、補助を行うもの

でございます。

以上でございます。

○西銘純恵委員 18市町村とおっしゃったんですけ

ど、これはそこの町村が経費持ちができなくてやら

れていないというのもあるということでしょうか、

残りは。

○諸見里真医療政策課長 お答えします。

18のうち、本年度は15利用しております。残りの

３町村ですけれども、本部町の水納島、うるま市の

津堅島。これにつきましてはニーズが乏しいという

ことで、市町村においては利用しておりません。南

城市の久高島につきましては、利用者が少ないとい

うことで、南城市独自で助成制度を持っているとい

うことでございます。

以上でございます。

○西銘純恵委員 医師確保に関する予算、医師確保

の予定人数、これまでに確保した累計をお尋ねしま

す。

○金城清光保健医療総務課長 医師確保に関する予

算につきましては、主に離島及び僻地の医療機関で

勤務する医師を安定的に確保するための経費となっ

ており、予算総額としては23事業で20億4368万2000円

となってございます。内容としましては、医師派遣
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など医師確保に直接的な効果が出る事業が10事業、

17億1625万7000円、環境整備など医師確保に間接的

な効果を持つ事業が13事業、３億2742万5000円となっ

ております。医師確保の予定人数としましては、令

和２年度は141名の確保を見込んでおります。また、

近年の実績により説明させていただきますと、県の

医師確保対策関連予算により平成27年度から30年度

の４年間で、計540名の医師を確保したところであり

ます。

○西銘純恵委員 離島僻地ということでしたけども、

県立病院の医師は総勢で何人不足しているんでしょ

うか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 あくまでも定

数ベースでございますが、宮古病院で２名、八重山

病院で現時点ではマイナス３で、合計マイナス５名

という状況であります。ただ、これも派遣とか嘱託

の職員もいますので、そこはカウントしておりませ

ん。

○西銘純恵委員 そうじゃなくて県立、ほかの病院

は、医師は充足されていますか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

北部病院は定数47に対して42名、中部病院が122名

のところ122名、南部医療センターが143名のところ

135名、精和病院が９名のところ８名。これでいきま

すと、定数上は今の３つを合わせますと14の欠があ

ると。県立全体を合わせると19になります。

以上です。

○西銘純恵委員 これは正規の医師定数ということ

で、それでも19名不足しているということですよね。

先ほどの基幹病院とちょっと絡めますけれども、基

幹病院は1200名の正規職員を採用するとおっしゃい

ました。医者は何名の予定ですか。その確保という

のは、今の計画している基幹病院でできるという根

拠は何でしょうか。

○砂川靖保健医療部長 107名でございます。

○西銘純恵委員 根拠は。

○砂川靖保健医療部長 定期の採用と、それから自

治医大、地域枠の医師の派遣、それと医師派遣推進

事業による派遣、医学臨床研修事業、医師派遣補助

事業、それから一定期間は県からの職員を派遣お願

いして、107名の確保に努めていきたいと考えている

ところでございます。

○西銘純恵委員 病院事業局にお尋ねします。部長

はそう言ってますけれども、今19名も不足している

と。そして医師確保、今の事業は使われていないん

ですか。部長がおっしゃった医師確保事業は、県立

病院には該当していないんですか。

○我那覇仁病院事業局長 医師の定数で、先ほど田

仲医療監が話したんですけど、417名のうち398名と

いうふうな、これは正職というレベルでそういうふ

うになっています。そんなところで、変形労働制を

南部医療センターで10人一応予定しているんですけ

ど、実際に確保しているのは５人というふうな内容

でございます。県立病院の医師確保事業は幾つかご

ざいます。本土の大学病院からの招聘とか、視察ツ

アーとか、それから県内の県立病院の研修のための

留学の費用とか、もろもろ合わせて約10億円程度の

予算を頂いて医師確保に努めているような状況でご

ざいます。

○西銘純恵委員 県立病院が10億円の医師確保の費

用をかけて、それでも医師不足になっていると。北

部基幹病院は、107名の医師が100％充足をするとい

う医師確保の努力についても、予算は何も入ってい

ないと思うんですけども、根拠が薄いと思うんです

が、根拠を問います。

○砂川靖保健医療部長 先ほど答弁の中で、医師確

保で20事業ぐらいあって、20億円予算かけていると

ありましたが、あれは別に県立病院だけの医師確保

事業じゃないわけですよ。民間病院も含めています

ので、当然これは北部基幹病院も対象になります。

それから琉大の地域枠、これも当然対象になります。

こういった手段を尽くすことによって、医師確保を

やっていくということでございます。

○西銘純恵委員 だから、不足している医師という

のが、この基幹病院のところも合わせて、不足する

数字が増えるということは誰が考えても分かるわけ

ですよ。そういう意味では、医師107名正規で採用で

きます、1200人正規でできますというところが根拠

ないと私は思いますから、もっと根拠を示して説明

をすべきだということは一応指摘して、次の国保に

行きたいと思います。

国保について、国保世帯と滞納世帯、短期証、資

格証、そして18歳未満の保険証の交付状況をお尋ね

いたします。

○山内昌満国民健康保険課長 お答えします。

まず滞納世帯数についてお答えします。令和元年

６月時点の数字になりますが、県内市町村国保の滞

納世帯は３万2609世帯となっておりまして、この時

点の加入世帯23万8590世帯に占める割合は13.7％と

なっております。

次に、差押え件数についてお答えします。差押え

件数につきましては、平成30年度における差押え世
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帯は、延べ数になりますが3675世帯となっておりま

す。

次に、18歳以下の保険証の未到達の御質問につい

てですが、これにつきまして、国保法の規定により

まして、世帯主の方が被保険者の資格証明書を交付

する場合においても、その世帯に属する高校生世代

以下の子供には６か月の有効期間のある短期証が交

付されることとなっております。これにつきまして、

未到達の状況について令和元年７月31日現在で市町

村のほうに照会したところ、21市町村で281人が未到

達となっております。

以上です。

○西銘純恵委員 今の18歳未満の281人の未到達とい

うのは、年度末、もう早急に解決をするという立場

で市町村に話をしてほしいと思うんですが、いかが

ですか。

○山内昌満国民健康保険課長 これにつきましては、

必要な被保険者証については必ず手元にないと医療

を受ける際に非常に負担がかかるので、それについ

てはできるだけの努力をしてくださいということで

通知をしております。ちなみに、聞き取りの状況と

かで実際どういう状況であったかということで、分

かっている範囲で聞きますと、社会保険のほうに加

入されているんですが国保への届出がまだであった

りとか、これは結果的に支障が出ていないケースで

すとかもありました。その辺、手続の周知をすると

ともに、また、窓口のほうに受け取りに来てくださ

いということで世帯主のほうにはお願いをしている

んですけど、窓口に受け取りに来られない方につい

ては実際現状がどうなのかということがちょっと分

からなくて、生活の状況とか、その辺でまた必要な

支援があればそのきっかけにもなりますので、でき

る限りの接触をして到達に努めるよう県としても指

導してまいりたいと思います。

○西銘純恵委員 短期証、資格証もお尋ねしました。

○山内昌満国民健康保険課長 短期被保険者証の交

付状況です。令和元年６月１日現在の短期被保険者

証の交付世帯は１万4722世帯になっておりまして、

全世帯数の6.2％になっております。

それから、被保険者資格証明書の交付世帯につき

ましては、令和元年６月１日現在で476世帯、割合と

して全世帯の0.2％が被資格者証の交付世帯となって

おります。

○西銘純恵委員 今度のコロナ対策で、資格証持参

の人にどういうふうに通知されていますか。

○山内昌満国民健康保険課長 令和２年２月28日付

で、厚労省の国民健康保険課長から都道府県の国保

担当課長宛てに今回の新型コロナウイルス対策に関

連して通知が発出されております。その通知の内容

につきましては、資格証明書交付世帯の被保険者の

方が、受診前の相談のために市町村の国保の窓口へ

訪れる場合は、感染拡大を防止する必要から避ける

必要があると。今回の事情を鑑みると特別な事情と

認められることから、これについて本来は短期の被

保険者証の交付対象となり得ると考えられるため、

資格証明書の交付世帯の方でこの疑いがあるという

状況になりまして、帰国者接触者外来を設置する保

険医療機関などにあっては、御本人が外来を受診し

た際に、資格証明書を提示した場合には被保険者証

とみなして保険診療を提供するという取扱いとする

という通知になっております。

○西銘純恵委員 これ受け身ではいけないと思うの

ですよね。本人は10割負担できないと思っているか

ら、おかしくても具合が悪くてもどこにも出ないと

いう状況があると思うので、私は476人に対しては、

やっぱり市町村が直接出向いてそういうことになっ

ていますというのはやるべきだと思うんです。それ

について、少し県からも助言をしたらいかがでしょ

うか。

○山内昌満国民健康保険課長 おっしゃるとおりで、

資格証明書の世帯の方に実際そういう取扱いになり

ますということをあらかじめ周知することが必要と

県としても考えまして、県としてはこの通知を踏ま

えまして、資格証明書交付世帯に窓口相談等なくと

も資格証明書で原則３割の窓口負担で受診できる旨

を周知するよう、市町村のほうに文書で要請しまし

た。また、あわせて特別な事情が認められる場合は、

短期被保険者証への切替えを行うことを検討するよ

う同じ文書で依頼しております。

○西銘純恵委員 市町村の統一保険料の問題につい

て、保険料の状況、今どうなっていますでしょうか。

○山内昌満国民健康保険課長 保険料の統一につき

ましては、国民健康保険運営方針、県と市町村で協

議して定めた方針におきまして、平成36年度からの

実施を目指すと記載がされております。その方向性

については、まだ決まっていないところでありまし

て、現在理念の共有を図るべく市町村長レベルでの

協議を継続しているところであります。各市町村の

保険料率につきましては、現在は新しい仕組みとし

て県のほうが公表している標準保険料率を参考に、

市町村がそれぞれの財政状況などを勘案して、それ

ぞれの市町村の条例で保険料を定めているという形
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になっております。

○西銘純恵委員 標準料率を示して、それより下の

保険料のところは何か所ありますか。

○山内昌満国民健康保険課長 単純に比較ができな

くて、数字として何か所か標準より低いというのは、

個別のシミュレーションとか、そういうので初めて

出るものですから、一概に言えない状況です。

○西銘純恵委員 やっぱり目指すということが足か

せになっては困ると思いますので、今のシミュレー

ション、ぜひ出してほしいと思います。

それと現年度、国保税引上げをした市町村はあり

ますか。

○山内昌満国民健康保険課長 引上げということで、

令和２年度、次年度から引上げという団体で理解し

てお答えしますと、各市町村のほうでは今年度に条

例の改正の手続が必要となってくるんですけど、現

時点での聞き取りでは４市町村で令和２年度の保険

料の改定を予定しているというふうに伺っておりま

す。

○西銘純恵委員 やっぱり統一保険料というのを目

指すということではあるけれども、市町村がそこに

向かっているという状況が次年度、新年度に４か所

出てきているんじゃないかというのを危惧していま

す。ですから、やっぱりそこについては市町村独自

の―住民の払える保険料でなければ医者にかかれな

いと思うんです。滞納もこんなにいるし、そういう

意味では、今の国保の制度そのものの公費負担が少

ないと私は思っていますので、公費負担を増やして

いくという立場でやっていただきたいと思います。

あと、子供医療費についてですけども、中学卒業

までの無料化について、県の実施に合わせて実施し

ようとしている市町村というのがあると思うのです

が、どうですか。それと、県が実施したら高校まで

広げたいというところも声は聞いているんですが、

いかがでしょうか。

○金城清光保健医療総務課長 こども医療費助成制

度につきましては、今議会の冒頭で知事が知事提案

説明要旨の中で述べましたように、知事の任期中に

通院の対象年齢の拡大を実現することができるよう、

引き続き市町村と協議を進めていきたいというとこ

ろでございます。

○西銘純恵委員 協議の内容を聞いたのですけど。

○金城清光保健医療総務課長 県はこの拡大時期、

拡大方法について県の意向調査をしたところであり

まして、具体的にそうした意向までを聞いたところ

ではございませんけれども、那覇市において拡大方

法、拡大時期について、県と歩調を合わせると表明

していることについては承知をしてございます。

○西銘純恵委員 市町村ですね、積極的に高校まで

というところも結構声聞こえますので、早期にやっ

ていただきたいと思います。

最後、基幹病院の試算結果の表、事業局も御覧に

なって、今。県立病院でこういう試算って出します

か。減価償却も出さないで、さっき渡された比嘉京

子委員が質疑したもの、県立病院に聞きたいと思い

ます。収支報告とかそういうのはこういう形で出す

んでしょうか。出したらどうなんでしょうか。

○古堅圭一病院事業経営課長 ただいまの御質疑に

つきましては、結論から申しますと、病院事業局で

はこのような試算結果のような試算は行っておりま

せん。ただ、どういう施設、どういう医療機器を整

備すべきかという観点から、年次計画的にこういう

収支の試算をするというのは大変有益なことではな

いかということで考えております。

○狩俣信子委員長 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 初めに、昨日、玉城知事は新型コ

ロナウイルス感染症等に対する緊急対策というもの

を発表されております。その文面を見ますと、しっ

かり感染拡大防止に向けて保健医療体制の強化に全

力で対応しておりますということが冒頭に述べられ

ております。この感染防止ということで、１つは県

内の検査体制ということで、よくＰＣＲ検査が言わ

れておりますが、沖縄県は離島県であります。離島

におけるＰＣＲ検査はどうなっておりますでしょう

か。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

離島におけるＰＣＲ検査に関しましては、現在で

は県立病院にて患者さんが受診された場合、そのお

医者さんがこの方が新型コロナウイルスに感染して

いるというふうに疑った場合には検体を採っていた

だいて、それを保健所のほうに提出すると。保健所

のほうで適正かどうかというのを判断した上で、県

の衛生環境研究所に搬入をして、そこで検査をして

結果が返ってくるということになります。

○金城泰邦委員 宮古、八重山のような離島でＰＣ

Ｒ検査というのは行っておりますでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 現在、県で行っているの

は衛生環境研究所１つだけになっております。

○金城泰邦委員 今、知事も緊急のそういった打ち

出しをしております。緊急対策ということを表明し

ておりますので、保健医療体制の強化というのは全

力でやるということですから、そういった宮古、八
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重山も現地のほうからやってほしいという声も出て

いるんですが、やる必要があるかと思うのですが、

どうでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 こちらに関しては患者さ

んの発生状況とか、流行の具合に応じて、この検査

の対象を拡大していく必要はあるというふうに考え

ています。

○金城泰邦委員 センターに問い合わせて今、やる

やり方だと思うんですが、これまたちょっと問題も

あるかと思っておりまして、私の元に届いている声

があるんですが、１週間ほど前から38度熱が出てい

ると。土日を挟んで発熱が続いているので、センター

に電話して経過を話ししたと。そうすると、渡航歴

や濃厚接触がないからということで、かかりつけの

病院に行ってくださいという指示が出たそうなんで

すね。かかりつけの病院に行ったら、コロナウイル

スだったとしても年齢的に重症化することはないと

思うし、治療薬がないから従来の風邪薬などの対処

療法しかできないということで、インフルエンザの

検査のみでやったらインフルエンザは陰性というこ

とだったと。依然、熱が続いているということで、

軽く肺炎になっているかもしれないということで、

総合的に見てマイコプラズマ肺炎ということで薬を

処方されたと。こんな事例がありまして、こういう

ことが、この方からすると、あちこちでいるんじゃ

ないかと。そうすると、隠れコロナウイルスみたい

な人が何人もいてもおかしくないんじゃないかとい

う声が届いていまして、やっぱりそういった拡充す

る必要性があるんだなというのを改めて感じている

んですが、どうでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

確かに拡充する必要性があるというのは、こちら

のほうでも考えてはいるんですが、どうしても検査

体制の数に限りがあるということと、たしか数に関

しましては琉大病院と検査ができるということもお

聞きしていますので、そこと契約を結んで実際に件

数を増やすとか、場合によっては民間のところでも

依頼をかけて、県全体でかけられるものというのは

増やす算段が必要だろうと思います。ただし、やは

り相談がありましたような方たちというのは実はた

くさんいるということですので、どうしても少し悪

化してからじゃないと検査自体もやはり出てこない

という状態もありますので、この風邪の方たちが全

てやるというのは基本的に難しいのかなというふう

に考えております。

○金城泰邦委員 もし、仮に罹患したとして、県の

中でそういった入院できる施設というのが、たしか

本会議では県立５病院と琉大病院だったと思います

が、そこの６つの病院で何床ぐらいがそういった受

入れできる病床になっているんでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

基本的には、琉大病院と県立の５病院で診れる患

者さんというのは24床ということになっているんで

すが、実際には少しずつ拡大をしてもらって、６つ

の病院で診られるところというのは、32床までは

ちょっと増やしていただいております。

○金城泰邦委員 32床あると。実際検査をして判明

して入院するまで、何日かかりますか。

○山川宗貞地域保健課長 これまでの症例でいきま

すと、基本的には受診をされて、入院をして１日ぐ

らいではＣＴ等の検査をやって疑わしいということ

で検査に回して、次の日には大体検査結果が出ると

いうことですので、２日目ぐらいまでには検査結果

というのは分かっております。

○金城泰邦委員 ＰＣＲ検査で判明するケースで今

やっていると思いますが、本人が希望すればＭＲＩ

とかで検査して判明する、あるかないかということ

も可能なのでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えします。

それに関しては、やはり実際に患者さんが受診を

されて、お医者さんが診察をして、場合によっては

レントゲン写真を撮って影がある場合には、もう少

し詳しいものを見てみましょうということでＣＴと

かＭＲＩに回っていって、それから、やはり肺炎が

あるということで疑わしいので検査に回すというこ

とはあるかと思います。

○金城泰邦委員 ＰＣＲ検査も保険適用になってい

ると思いますが、そういった今のＣＴやＭＲＩ検査

は保険適用はありますか。

○山川宗貞地域保健課長 もちろん肺炎というふう

に病名がつけば保険適用になるかと思います。

○金城泰邦委員 そういった意味では、そういった

ＣＴ、ＭＲＩを活用すればもっと対応が若干広げら

れるんじゃないかなと。あるいは迅速な対応ができ

るんじゃないかと思っておりまして、そういった面

でも県のほうで、そういった可能性も周知していた

だけるほうがいいのかなと思っているんですが、ど

うでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 ＭＲＩというのは、医師

が肺炎を疑った場合に、画像診断ということで、影

として肺炎、炎症があるかどうかという診断はでき

ますけれども、これが新型コロナウイルスによるも
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のかどうかというのは遺伝子検査をしなくちゃいけ

ないので、やっぱり確定診断はＰＣＲ検査を行うと

いうふうになると思います。ＰＣＲにつきましては、

おっしゃいましたように保険診療でできるような体

制が全国的に取られていますけれども、これまで県

がやってきました行政検査を代わりに医療機関に委

託をするような感じになりますので、契約が必要だっ

たりとか、その自己負担の分をどうするかという少

し事務的なものがありまして、まだ今県としてはそ

れを準備しているような段階でありますが、今後検

査の数が増えていくことが想定されますので、その

検査の受皿としては拡大していくようなことを今、

考えているところです。

○金城泰邦委員 センター主導でＰＣＲのみだと、

なかなか検査が進まないのかなというふうに思って

おりまして、むやみやたらにやるというのもちょっ

と問題もあるかと思いますけど、韓国みたいな事例

がありましたから。にしても、やはりそういった選

択肢としてあることも知っておく必要があると思い

ますし、あとは今言った手続に時間がかかるという

ことであれば、それをもうちょっと迅速化するよう

な努力はしていただきたいと思います。

ＰＣＲ検査が一番精度が高いんでしょうか、どう

なんでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 現時点では、これが一番

正確に遺伝子診断ができる方法となっております。

○金城泰邦委員 そういった部分では、検査をしっ

かりとやっていけるような体制をスピーディーに

やっていただきたいと思っております。

あと、病院によく今駆けつける人も多いかもしれ

ません。県立病院中心だと思うんですが、医療機関

でマスクや消毒液が足りないということはニュース

にも出ておりましたけれども、現状どうでしょうか。

マスク、消毒液というのは医療機関でちゃんと充足

できていますでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

基本的には１月の段階で調査をしたんですが、そ

のときは十分にあったということなんですが、それ

から後は調査をしていないんですが、やはりかなり

患者さんを診るということで使っておりますので、

在庫自体というのは多分減っていると考えておりま

す。あと県のほうでは、新型インフルエンザ用に備

蓄をしていたサージカルマスクというのを10万枚ほ

ど、指定されている６医療機関と、あとは民間の医

療機関にも配布をしていますので、それでしばらく

はしのいでいただければというふうに考えておりま

す。

○金城泰邦委員 県が所管している県立病院におい

ては、全ての医療関係者はマスクを装着していると

いうふうな認識でよろしいでしょうか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 質疑に正確に

お答えできる数ということではないですが、２月25日

付けで、Ｎ95といった気密性の高い、より防御性能

が高いマスクが県立の全体での在庫数が4150枚、先

ほど言いました一般的に使うサージカルマスクが

３万2000枚となっております。この数が十分かと言

われたら、ちょっと心もとないなという数ではあり

ますけど、今の発生状況においてはどうにかこうに

かしのげる状況だというふうな認識でおります。

以上です。

○金城泰邦委員 聞いている話では、県立病院に行っ

ている患者さんが、例えば看護師さんがマスクをし

ていないということで、ちょっと大丈夫かねという

声も聞いたことがありますし、ある県立病院の看護

師さんにも聞いたら、マスクがないと言われている

という、２月の話ですけども、今、数の話はありま

したが、全ての県立病院の医療関係者はマスクをちゃ

んと装着しているかどうかという、これについての

答弁をいただけますか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 委員がおっ

しゃったことがちょっと一般的な方のケースとは思

わないんですけど、各病院の感染症対策のマニュア

ルにのっとって、普段はやっぱりマスクとか防護服

をきちんとして対応するようには臨んでいると聞い

ております。

○金城泰邦委員 ちゃんと調べてください。県立病

院、医療関係者が全員ちゃんとつけているかどうか

は、ぜひやってほしいと思います。そこに通う人か

ら不安の声が出るままであるというのは、ちょっと

どうかなと、いかがかなと思ったりしておりますの

でよろしくお願いします。

北部基幹病院について、これまで様々な質問もあ

りましたし、私もやってきておりますが、基本的に

北部基幹病院の設立は、玉城知事の公約ですよね。

どうですか。

○砂川靖保健医療部長 そういうふうに認識してお

ります。

○金城泰邦委員 これまでの本会議での代表、一般

質問ではそうなっていますよ、明らかに。我々も国

まで行って、厚生労働省行って、予算くれというこ

ともお願いしてきて、それで北部地域の住民の方々

からも様々な声を聞いて、地域の方は早くつくって
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くれという声が大きいですよね。そうなると、この

北部基幹病院は地域住民のための病院であるという

ことを改めて確認したいのですが、いかがでしょう

か。

○砂川靖保健医療部長 北部圏域において、地域完

結型の医療提供体制を構築するというのが北部基幹

病院の役割であり、使命であるというふうに考えて

おります。

○金城泰邦委員 知事は公約でも掲げておりますが、

北部基幹病院の設立に向けて知事はどういう動きを

してきましたか、これまで。

○砂川靖保健医療部長 知事も基幹病院をつくらな

ければならないというような考えだと認識しており

ます。

○金城泰邦委員 その考えは分かりましたけど、具

体的にどういう行動を起こしてきましたか。

○砂川靖保健医療部長 今、合意書を締結するかど

うかで動きが止まっているわけですけれど、知事自

身は合意書そのものに反対しているわけではないわ

けです。合意書、その合意を表明する前に確認した

いことがあるということで、私も本会議終了後、何

点か宿題をもらっております。この宿題を片づける

ことによって、知事もその合意書の受入れを表明す

ることになるというふうに考えております。

○金城泰邦委員 宿題が何なのか答えてほしいとい

うこともありますし、何が原因でこの合意が止まっ

ているのか、どこが合意を止めているのか、答えて

もらえますか。

○砂川靖保健医療部長 先ほど来の問題、医師確保

の問題とか、不採算医療が提供できるのかどうか、

これを確認したいということでございます。

○金城泰邦委員 保健医療部としては、そのことに

ついてはどういう見解を持っているんですか。

○砂川靖保健医療部長 公立病院ですから、公立病

院が不採算医療を切り捨てることはないと。県市町

村立の病院のそもそもの役割というのは、そういう

地域において必要とされる医療。圏域によっては一

般的な医療が政策医療になることもあるわけです。

北部圏域ではそれができていないということで、患

者の流出が起こっていると。それを食い止めること

が我々の役目で、北部基幹病院の役割でもあるとい

うふうに考えております。

○金城泰邦委員 保健医療部長としては、これをい

つまでにやりたいと思っておりますか。

○砂川靖保健医療部長 一般的な作業として、県立

だけで病院をつくるのであれば、基本構想をつくっ

て、基本計画をつくって、基本設計、実施設計、そ

れから整備工事という段取りでいくわけですけれど、

今回の場合２つの病院を統合してつくるという形で

進めておりますので、どうしても基本構想の策定に

入る前に経営システムはどうするのか、資産負債は

どうするのか、職員の身分取扱いはどうするのかと。

こういった基本的なことを定めないといけないわけ

ですよ。こういうことを定めないで中身に入っていっ

ても、空中分解する可能性がある、途中で。そうい

うことを避けるための基本的枠組みという認識で

やってきた。でも、そろそろ次のステップに進む段

階に来ておりますので、速やかに基本合意書の合意

形成を調えた上で、基本構想の策定、ここでは先ほ

ど来問題になっている収支とか、あるいは基幹病院

の役割、提供する医療機能、こういったことを現場

のドクターの意見も聞きながら定めていきますので、

早め早めにその採用にいく必要があるだろうなとい

うふうに考えているところでございます。

○金城泰邦委員 ぜひこの北部基幹病院が誰のため

の病院かと。やっぱり北部地域で今までそれを要望

してきた方々へしっかりとした医療体制を提供する

ための病院であると思っておりますし、そこは皆さ

んもっと力を入れて推進していただきたいと思って

おります。

部長、私も今まで何度か要望、お願いしておりま

すけども、血液のがん、白血病の方を救済するため

の骨髄移植のドナー、助成制度、私必要だとずっと

お願いしてきておりますけども、これについての次

年度の動きを御説明いただけますか。

○山川宗貞地域保健課長 お答えいたします。

今回新規で骨髄ドナーの助成に関する事業を開始

することになっております。その予算というのは、

（項）医薬費（事項）臓器移植推進事業費の中で、（事

業）臓器移植推進事業費の中で補助金を70万円計上

しているということになります。

○金城泰邦委員 市町村と一緒に協力してやってい

く形になると思うのですが、具体的には、例えば１日

当たりどのぐらいの助成とか、そういったものがあっ

たら説明していただけますか。

○山川宗貞地域保健課長 助成金の基準額としまし

ては、骨髄提供に係る通院または入院の日数に１日

当たり２万円を乗じた額としまして、１回の提供に

つき７日間を限度としております。助成に関しまし

ては、県内の市町村に対して、その助成額の２分の

１を補助するというような事業になっております。

○金城泰邦委員 ２万円の補助が対象となるのであ
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れば、市町村と１万円、１万円ずつ補助という理解

でよろしいでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 そのとおりです。

○金城泰邦委員 沖縄県の場合、ドナー登録の方が

全国でもやっぱり一番多い地域だということですか

ら、そういった制度があれば提供される方もいらっ

しゃると思いますし、この金額で全部カバーできれ

ばいいんですけども、対象者がもうちょっと要るな

という場合はもうちょっと柔軟な対応も必要だと思

いますが、そういったことは可能ですか。

○山川宗貞地域保健課長 沖縄県内で令和元年度に

20人のドナーの方が骨髄移植で提供したということ

ですので、実際に私たちが考えている数というのは、

実際にこれが増えていただければまた予算のほうの

拡充とか、そういうものも考えていきたいというふ

うに考えております。

○金城泰邦委員 ありがとうございます。命を守る

大事な事業だと思いますので、しっかりそこも頑張っ

ていただきたいと思います。

以上で終わります。

○狩俣信子委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 新城課長に伺います。先ほどの平良

昭一委員とも関連しますが、糸満市の教育民泊が救

えるように住宅宿泊法の条例によって規制があると。

これは代表質問でも一般質問でも、各会派からもあっ

たと思いますが、ぜひ急いでこれを北海道のような

形で沖縄版に変えて成果を出していただきたいんで

すけど、検討課題はどうなっていますか。伺います。

○新城光雄衛生薬務課長 住宅宿泊事業法第18条に

おいて、条例により住宅宿泊事業の実施の制限がか

けられる項目につきましては、区域及び期間となっ

ていることから、県の条例で家主居住型や家主不在

型で制限をかけるということは、法の趣旨に照らし

合わせて慎重に検討する必要があるかと思いますが、

今、実際に北海道のほうで家主居住型とか不在型で

分けているということもありますので、情報収集は

しようかなというふうに思っております。

○新垣新委員 北海道は見る必要ないと代表質問で

もおっしゃいましたが、答弁の中でですね。見る必

要ないならそれはいいんだけど、これは一刻も早く

約1400億円近くの県税、これから減っていくんです

よ、この条例の縛り規制で。結構来ているんですね。

かなり利益になっているんですよ。困っているんで

すよ。そこら辺の問題、一日も早く改善するべきだ

と思うんですけど、どういう検討課題を持っていま

すか。

○砂川靖保健医療部長 今の議論もですね、総じて

整理する必要があると思っています。この家主居住

型、不在型で規制をかけるのか、あるいは教育民泊

という形で規制をかけるのかどうか、そういった整

理も必要ですし、そもそも住宅宿泊事業―民泊と言っ

ているわけじゃないんですよ。住宅宿泊事業の規制

の在り方が、区域を定めて規制をかけると。そうい

う中において、区域じゃなくて業態でもって規制を

かけることが、果たして法の趣旨に照らし合わせて

妥当なのかということも考える必要があるだろうと。

一方、我々は何でもかんでも規制というわけではな

くて、例えばそういう教育民泊みたいなことによっ

て地域活性化したいというところは、例えば伊是名

なんかは住宅宿泊事業やっていないわけです。みん

な簡易宿所でやっていると。それは１年365日できる

と。あるいは、住宅宿泊事業であるんだけど、規制

に入らないというやり方もあるわけです。そういっ

たことも含めて、どれが一番地域の振興、それから

地域の環境に照らし合わせてどうなのかということ

も整理しながら考えていく必要があるだろうなとい

うふうに思っております。

○新垣新委員 おっしゃるとおりです。整理も大事

なんですけど、糸満市の意見としては、北海道のよ

うにつくってくれと。家主滞在型、家主不在型、両

方が生きると。そこを強く代表質問で申し上げたつ

もりなんですね。ぜひ検討していただければなと思

うんですけど、もう一度伺いたいなと思っています。

これしかないんですよ、見当たる部分が。

○砂川靖保健医療部長 業態によって規制をかける

ことが果たして本当に法に照らし合わせて妥当なの

かどうか、まずこれを整理しないといけない。この

住宅宿泊事業でやると、規制を外れても180日しかで

きないわけですよ。それが本当にいいのか。あわせ

て、僕は住宅宿泊事業というのは、もともと住宅を

提供してそういう宿泊業をやることが禁止されてい

たのをできるようにしたわけです、日本全国で。そ

ういう中にあって、都市計画法あたりで、いやいや

これはできませんよと、規制かけるのが妥当かどう

かと。ここまでも考えて議論しないといけないと思っ

ているんですよ。そういう意味では、幅広の整理、

議論が必要な問題だというふうに考えておりますの

で、我々の条例だけの問題だけじゃなくて、土木も

含めた形の検討が必要なのかなと思っております。

○新垣新委員 理解いたしました。41市町村を点検

するのも時間がかかるというのも理解しましたし、

ぜひ半年以内に成果を頑張っていただければなと。
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糸満市の強い要望は、結論は出たんですよ。北海道

と同じように守るところは守る、仕事するところは

仕事、花を開かせると。そういう形でぜひ、部長、

検討課題として持ち帰っていただきたいなと強く申

し上げます。

子供医療費で申し上げます。財政力が強いところ、

弱いところと差がはっきりして、２分の１の負担が

出ます、扶助費の問題で。その問題、どう考えてい

ますか。伺います。２分の１の負担で扶助費が出る

と、市町村が財政負担という懸念があるということ

を申し上げていただきまして、渋っているところが

あるでしょうと。

○金城清光保健医療総務課長 県のほうで市町村の

意向調査をした結果、既に中学まで実施をしている

市町村、こちらはおおむねすぐやりたいという意見

でございます。ただ、その中にも慎重にやっていき

たいという市町村もございます。一方で、大変厳し

いと、現状維持をまず意見として出すという市町村

もございました。それぞれ市町村で御事情があるも

のと考えております。

○新垣新委員 11市は前向きじゃないんですか。伺

います。

○砂川靖保健医療部長 11市全てが前向きというこ

とではございません。

○新垣新委員 これは本島ですか、それとも離島の

市ですか。伺います。

○砂川靖保健医療部長 調査するときに、具体的な

市町村名は公表しないという約束で調査しておりま

すので、差し控えさせていただきたいと思います。

○新垣新委員 ぜひ部長、これは本当に県民が求め

ているニーズで、市町村の財政負担というのが一番、

２分の１の負担でネックになるというのが分かって

います。ぜひ部長をはじめ、この担当課で、ぜひ子

供たちの子育て支援の関係でぜひ頑張っていただき

たい、説得をですね。２年後に向けた取組を実施で

きるように頑張っていただきたい。決意を伺いたい

なと思って、部長、伺います。

○砂川靖保健医療部長 知事の公約で議会での答弁

もございますので、そういう方向で市町村と連携し

て進めていきたいというふうに考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午後３時21分休憩

午後３時40分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

末松文信委員。

○末松文信委員 それではよろしくお願いします。

今日は久貝院長も見えておりますので、今日は私、

北部基幹病院１点についてやっていきたいと思って

おりますので、久貝院長のほうから北部の状況を

ちょっと説明してください。

○久貝忠男北部病院長 北部病院は今、午前中も答

弁したとおり、医師がいないということで、それを

どう確保していこうか、ずっと考えているところで

す。医師が北部病院に来ないという理由は幾つかあ

るんですが、それを一つ一つ課題を克服していくの

が必要ですけど、まず医師がいないというのは後に

して、いないことによってやっぱり医業収益が減っ

ていると。そして、人件費率も高いと。そして、令

和２年度もさらに人員が減りますので、それに対し

て医師を確保していかないと資産投資もできないと。

そういう状況です。

○末松文信委員 ありがとうございます。

今朝、院長の御発言、大変興味があって紹介しま

すけれども、薬剤費が余剰となる、これは何千万か

分かりませんが、言っておりましたね。これは中南

部の病院のような高額な薬剤を使う患者が少ないと

いうふうにおっしゃっていましたけど、言い換えれ

ば、高額医療、いわゆる重要な医療については北部

ではやっていませんよということが如実に現れてい

ると思うんですね。そういう意味では、今後、この

北部基幹病院というのは早めにつくらんといかんと、

こういう位置づけになると思うんですけれども、こ

のことについていかがですか。

○久貝忠男北部病院長 薬剤費がマイナスの予算に

なるだろうということですが、実際そうなんですけ

ど、がんの抗がん剤、腫瘍の薬がほぼ、がんの患者

さんは北部地区医師会でやったり、あるいは実際中

南部に紹介したりしています。あと、脳外科のドク

ターがいなくなりますので、高額な医療は使わない

と。そういうことで、そういうふうな提供体制は先

細りになっていくのかなと。特に泌尿器科はほぼが

んが多いので、前立腺がんとか、そういうのもなく

なっていくのかなと。外科もちょっと少ないと。そ

ういうちょっとマイナスの面が出てはいます。

○末松文信委員 やっぱり抗がん剤であったり、ほ

かの高度医療について、ヤンバルでは今できる状態

にはないということですから、この基幹病院につい

ては一日でも早くやっぱり整備していただきたいと

いうのが、我々北部住民の願いであります。そういっ

たことを前提にして質疑したいと思います。

この北部基幹病院ですけども、私は常々申し上げ
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ていますけれども、これは北部地域の振興発展のた

めの定住条件の整備の一丁目一番地だと私は位置づ

けしておりまして、これなくては人は住まないです

よ。そういった意味では、ぜひ早めにやりたいなと

いうふうに思っております。それで、この基幹病院

の整備についてちょっと振り返ってみましたら、平

成16年に沖縄県が県立病院のあり方検討委員会の中

で既に、北部圏域の医療体制として最も効率的なの

は、県立北部病院と北部地区医師会病院を統合して

公設民営にすることがいいんだというふうなことを

示唆しております。もう既に15年前に県独自がその

検討委員会の中でそう示しているわけですよ。それ

を今振り返ってみるんですけれども、この間も知事

が、やっぱり北部の基幹病院は必要だというような

ことで、公約にも掲げてまいりました。その中にあっ

て、今回の北部基幹病院の整備に向けて、県と北部

12市町村及び北部地区医師会が、基本的枠組みにつ

いて協議を始めたのはいつですか。

○砂川靖保健医療部長 平成30年の１月からです。

○末松文信委員 知事が就任してからの話ですから、

31年の２月議会で公約として、施政方針の中でそう

いうふうなことをおっしゃっております。そのこと

を受けて部長のところでいろいろこれまで協議して

きたと思うんですけれども、政策医療とよく聞きま

すけれども、これはどういう医療を指すんですか。

○砂川靖保健医療部長 政策医療について、具体的

な定義があるわけではございません。ただ、県とか

市町村とか、公的団体が提供する医療に係ると思う

んですけれど、例えば宮古、八重山とか北部、こう

いうところでは住民が少ないということで、患者数

も少ないことがあるわけですよ。ところが、じゃあ

人口５万人規模の医療だけ提供すればいいかという

と、そういうわけじゃないわけですね。例えば、僕

がかつて宮古病院で働いているとき、大昔ですけれ

ど、そこの小児科のドクターが言うには、宮古は人

口５万人しかいないけど、自分たちの医療提供体制

は人口20万人規模で整えているんだというようなこ

とをおっしゃっていたわけです。そういうふうな形

もこの政策医療になると思います。要は、その地域

でできるだけ完結させるために、民間医療機関が提

供できないような医療を提供するというのが公的病

院の役割だろうというようなことで位置づけており

ます。

それともう一つ言えるのは、中部とかに言えるん

ですけれど、例えば医療提供をする場合に、１つの

診療科だけでやるわけじゃないわけです。民間だっ

たらそういうふうに、１つの診療科で提供して、医

療提供はあるかもしれませんけれど、中部だったら、

重篤な患者が来た場合、複数の診療科のドクターが

集まって医療提供するわけです。ところが、この診

療報酬は変わらないんですよ。１つの診療科でやろ

うと、複数の診療科でやろうと。その重篤な患者を

助けるために手厚いような医療を提供するのも、政

策医療の一つだろうなというふうに考えています。

○末松文信委員 そこで北部基幹病院ですけれども、

よく話題に出るのは、不採算部分の医療を切り捨て

るのではないかというような指摘がありますけれど

も、これについての御所見をお願いしたいと思いま

す。

○砂川靖保健医療部長 そもそも公的な病院が、先

ほど言っていたように不採算医療を切り捨てるとい

うのは、これは政治的にもあり得ない話だと思うん

ですよ。こういう役割を担っているのが、県とか市

町村ですから、例えば不採算、能率的な経営をして

も、その収益だけで費用を賄うことができないとい

うようなもの、これは不採算医療ですけれど、そう

いうものを提供するのが公的病院の役割であると。

そのためにいろいろ担保されるわけです。例えば、

指定管理料でその分を含めることもできますし、い

ろんな協定とかで縛りをかけることもできますので、

この制度的にも財政的にも、不採算医療が提供され

ないということはあり得ないというふうに考えてい

ます。

○末松文信委員 この件については、部長もこれま

で何度か述べておりますけれども、やっぱりこれか

ら整備するところの北部基幹病院についても公的病

院だということで、そういうことはあり得ないとい

う理解でよろしいですか。

○砂川靖保健医療部長 そのとおりでございます。

○末松文信委員 次に、不採算部分で赤字になった

場合、その医療費はどういう形で補塡されるのか。

赤字にならないという想定もされていますけど、万

が一、赤字になったときのその補塡の仕方、北部12市

町村もそのことを懸念しているようですから。

○砂川靖保健医療部長 基本合意書案の話になりま

すけれども、基本的にその運営費の負担というのは、

この病院の設置者になることによって、地方交付税

というのが措置されます。その地方交付税相当額、

これを限度として負担金として払う。それが指定管

理料になっていくわけですけれど、基本的にこの範

囲内で賄えることが可能と見ています。ただ、逆に

黒字になってもこの負担する額を減らすかといった
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ら、これは減らしません。交付税相当額は必ず入れ

てもらいます。これで賄えると見ていますけれど、

仮にこの病院経営が赤字になって足りないという場

合、その不足する分については、市町村じゃなくて

県が負担しますということが基本合意書で書いてあ

る世界です。

○末松文信委員 ありがとうございます。この地方

交付税ですけれども、地方においては財政需要額に

対応した話になっていますが、これは全額補塡され

るんですか。

○砂川靖保健医療部長 基本的にその地方交付税は、

病床１床当たり幾らと、それと救急告示病床１床当

たり幾らと。あと、救急をやる場合に幾らと。こう

いった形で設計されていって、これが定額で払われ

るという形でございます。赤字、黒字に着目して上

げるというものではございません。

○末松文信委員 分かればですが、ちなみにどのく

らいの交付税になりそうですか。

○砂川靖保健医療部長 これはこのほど運営費関係

だけで4.6億を見込んでやっています。

○末松文信委員 ありがとうございます。

それでは次に、両病院が統合することによって、

県立の北部病院の職員と北部地区医師会病院の職員

の処遇がどうなるのかという心配があるようですけ

ど、このことについて。

○砂川靖保健医療部長 今の基本合意書案では、こ

の統合の日の前日に在職している職員は、希望すれ

ば北部基幹病院に就職することができるというよう

な取扱いになっております。新しく財団をつくるわ

けですけれど、その財団については、財団の給与制

度、給与水準については、今の北部地区医師会病院

の給与水準、給与制度を入れるという形でございま

す。

○末松文信委員 他方、この県立病院の職員の処遇

はどんなふうになりますか。

○砂川靖保健医療部長 県立病院を辞めて北部基幹

病院に行くというときは、北部、今の医師会病院の

給与制度、給与水準が適用されることになります。

非常勤職員等はそれで給与水準はそんなに変わらな

いのでいいと思いますけれど、正職員は給与が下が

るのが目に見えているわけです。そうすると、自分

の給与上の処遇が変わってまで行くことはないとい

うふうに考える方もいるかと思います。その場合、

職員が足りないというような事態が生じる可能性が

ありますので、そういうことに備えて一定期間は、

基本合意書に書いていますけれど、県が責任を持っ

て職員を派遣すると。派遣するときは、県職員とし

ての身分を潜在的に持っているわけですから、そう

いう派遣された職員は県で働いていたときと同じ給

与水準、これを現給保証するという形の派遣になる

というふうに考えています。

○末松文信委員 県職員については、その身分をそ

のまま残したまま派遣するという理解でよろしいで

すか。

○砂川靖保健医療部長 今、基本合意書では３年間

派遣するということで、この３年の間にどんどん新

しい病院で職員を採用していくわけです。それと派

遣職員も毎年一定数引き上げていきます。その期間

によって職員が入れ替わるというようなことを考え

ています。

○末松文信委員 ありがとうございます。

それと、統合をすることによって、医師を含め、

医療技術者の確保困難から地域医療が崩壊するとの

指摘もあります。このことについての御所見を伺い

たいと思います。

○砂川靖保健医療部長 そういうふうにならないよ

うな手だてを講じていく必要があるというふうに考

えておりまして、看護師のところでも申し上げまし

たように、例えば給与が下がってまで行くというふ

うに考えない人もいるかと思いますので、そういう

場合は現給保証という措置を講ずるわけです。それ

以外にも、看護師は派遣だけで賄えると思いますけ

ど、ほかの医療技術職なんかは、１回の採用で多分

二十数名ぐらいですから、採用できるんじゃないか

なというふうに見ております。医師についても、で

きるのが６年後、８年後になりますので、その間に

定年退職を迎えている方もいるわけです。だから、

今いる方が全部その新しい病院に行くとは見ていま

せんけれど、それまで毎年、定期的に採用した上で、

あとその地域枠が、このときになると53名から68名

ぐらい毎年枠がございますので、その４分の１程度

ははめていくと。あるいは医師派遣推進事業等で、

今、両病院で22名ぐらい採用していますけど、こう

いったことを組み合わせることによって、必要な医

師を確保していくということになります。

○末松文信委員 それでは、北部病院に今勤めてい

る人たち、あるいは、言い方としては北部圏域に生

活の拠点を置く県立北部病院の職員の職場がなくな

るという指摘がありますが、この指摘は当たらない

ですか。

○砂川靖保健医療部長 県の機関として、これは県

職労の機関誌で見た記憶がありますけれど、県の職
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場がなくなるということは、これは別に外れてはい

ません。ただ、そういう場合でも労働組合として、

労働組合の目的として労働者の社会的地位、経済的

地位の利益の向上というのがそもそもの目的ですか

ら、労働組合自体がそういう主張をすることは別段

おかしいこととは思っていません、私は。ただ、今

回の基幹病院に関して言えば、やっぱり労働者の利

益も大切ですけれど、やはり北部住民の医療提供と

いうのを一義的に考えて進めるべきじゃないかなと

いうふうに考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、末松委員から県の職場がなくな

るのではなくて県職員の職場がなくなると

指摘されており、部長の答弁とニュアンス

が違うのではないかとの意見があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

末松文信委員。

○末松文信委員 職場を失うという理解でなくても

いいんですよね。

○砂川靖保健医療部長 この一定期間派遣という形

でいけば、その間の職場はあると思いますけれど、

ただ、今までみたいな形で人事異動で行く意味での

職場はなくなるという意味だと思います。

○末松文信委員 ちょっと時間ないんだけど、やっ

ぱり新しい基幹病院ができたら県の職員は県立の病

院に異動するかという話であって、希望すればここ

に残っていい、でも、足りない分は補充しないとい

けないから、お願いして派遣していただくというこ

とだから、職場がなくなるという理解にはならない

と思うんだけど。

○砂川靖保健医療部長 県の施設としての職場はな

くなるわけです。そういう意味で主張されているん

じゃないかなというのが、私の理解です。

○末松文信委員 じゃあ前に行きましょう。

次に、いろいろ今まで話してきましたけれども、

知事が施政方針を示して、その後、関係者間で基本

的枠組みについて協議を重ねてきたと思いますけれ

ども、今の現状はどうなっていますか。

○砂川靖保健医療部長 協議、３者でやっていたわ

けですけれど、北部の医師会と北部12市町村が基本

合意書案に了解したと。次は、県が態度を示す段階

に来ているという認識でございます。

○末松文信委員 せんだって、北部12市町村長と議

会議長会の皆さんから知事宛てに、この基本合意書

について早めに締結して次のステップに進めてほし

いと、こういう要請だったと思いますけれども、そ

の後の知事の見解はどうなっていますか。

○砂川靖保健医療部長 知事はそういう要請を受け

ておりまして、公約自体、早期実現でございます。

ただ、基本合意書にサインを示す前にもうちょっと

確認したいことがあるということで、確認したい項

目について、これこれといった具体的な指示を私も

受けましたので、それを我々が報告した上で判断さ

れるというふうに考えています。

○末松文信委員 その件については先ほど泰邦委員

のほうにもお答えしたことなんですけれども、ただ、

ここまで協議を進めてきて、関係者間で。この時期

にきて知事がもう少し待てと。こういう話というの

は、私は非常に理解に苦しむんですけれども、部長

としてはどう思いますか。

○砂川靖保健医療部長 私、知事ではございません

ので、知事としてやっぱりいろいろ考える要素があ

るのかなというふうに考えております。その宿題に

対して速やかに答えを出すというのが私の役割だと

いうふうに考えております。

○末松文信委員 知事から示されたということにつ

いて、今どんな段取りでそれを解決しようとしてい

ますか。

○砂川靖保健医療部長 今、部下職員に命じて、そ

の宿題について資料作成、報告するためのですね。

そういう作業に取りかからせているところでござい

ます。

○末松文信委員 どのくらいかかりそうですか。

○砂川靖保健医療部長 ３月いっぱいには１回目の

報告をしたいというふうに考えております。

○末松文信委員 一発勝負でいけそうなんですか。

○砂川靖保健医療部長 その辺はちょっと分かりま

せん。

○末松文信委員 いろいろとありがとうございまし

た。北部地域の皆さんは、やっぱり先ほども申し上

げましたように、15年前から県の検討委員会の中で

そういうことで審査されて、これまで相当期待感を

持ってきたんですけれども、北部の住民大会を開く

とか、11万余りの署名を集めるとか、いろんな努力

を重ねてここまでやっときたと、こういう感じです

よ。それと、12市町村長と県との調整もこれだけ時

間かかって協議を重ねてきた結果だと。そういった

状況の中で、知事がここで足踏みするというのは、

僕は非常に問題だなと思って、これはある新聞社の

社説ですけれども、県も加わった協議でまとまった

話なのに、玉城知事の対応がどっちつかずに見える

ことだと。こういう表現をしていますけれども、知
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事がここに来てそういったどっちつかずの話では、

僕はリーダーシップをもっと取ってほしいと思うん

ですけれども、これは部長に聞いてもしようがない

んだけども、ここで委員長にお願いしたいんですけ

れども、要調査事項として、知事にぜひこの件につ

いて出席していただいて、今後、残された合意形成

についてもちゃんと伺いたいと思いますので、委員

長のほうでお取り計らいをお願いしたいと思います。

○狩俣信子委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、本日の質疑終了後に協

議いたします。

北部基幹病院についてですね。

○末松文信委員 そうです。

それでは部長、また常任委員会もありますので、

その場所でまた申し上げたいと思いますが、いろい

ろありがとうございました。よろしくお願いします。

以上です。

○狩俣信子委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 病院事業ですね。脳神経外科と泌

尿器科の医師が確保できずに休止するということで

すけれども、これはどういうことでしょう、事業局

長。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

脳神経外科の常勤の医師が１名いらっしゃるんで

すけど、３月末の退職予定でいらっしゃいます。１月

から退職に向けて一部の患者さんの制限を行ってい

るということであります。泌尿器科に関しましては、

現在常勤の医師がおらず、令和１年の５月末をもっ

て退職されているという状況であります。

以上です。

○照屋守之委員 これは何で辞めるんですか。何で

こうなるんですか。辞める理由は何ですか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 これは自己都

合というか、一身上の都合ということで伺っており

ます。

○照屋守之委員 久貝院長は先ほど医師不足の理由

を何か言っていましたけど、院長は分かりませんか。

○久貝忠男北部病院長 泌尿器科に関しては、開業

ということです。脳外科に関しては、この脳外科の

先生は途中で、３年か４年ぐらい単身赴任で、家族

が子供の進学を機に京都に帰ったと。それで何とか

ずっと１人でやってきたのですが、そろそろ家族と

過ごしたいということで、後任の保障はないんです

が退職ということになっています。

○照屋守之委員 これまでも医師が不在で休止した

というのがありましたよね、北部病院。産婦人科で

したか。あれはいつでしたっけ。

○久貝忠男北部病院長 これまで休止したのは、た

しか３年か４年ぐらい前に産科があったかなと思っ

ています。

○照屋守之委員 事業局長、我々は何度も何度もそ

ういうような経験をしていますけれども、この県立

病院という枠で、医師が確保できずにそういう退職

をしていくということが続きますよね。これは病院

の経営ですから、県民からすると幾らそこで頑張っ

ていようが確保できない、診療ができないという、

そういうふうなものをつくっていって、それが繰り

返されているという現状からすると、これはもう大

変ですよ。この患者はじゃあどうするのかという話

なんですよね。どうするんですか。

○我那覇仁病院事業局長 照屋委員のおっしゃるよ

うに、ある科、特に今問題になっているのは、やっ

ぱり医師の偏在、それから、もう一つ大きいのは、

科の偏在というのが非常に大きな因子でございます。

特に科の偏在というのは、これは北部病院だけじゃ

なくて宮古、八重山も含めなんですが、例えば産婦

人科とか、小児科とか、泌尿器科とか、あるいは眼

科とか、そういう非常に医師の少ないのは離島、北

部も含めて同じで、もう一つは、やっぱり本来の本

島内の例えば中部病院とかセンターだって、その傾

向はございます。例えば脳外科の医師に関しては、

かつては２名いた時代がありました、北部ですね。

定数は２なんです。これが例えば琉球大学とか、そ

れから医師の新専門医制度なんかの教育の制度があ

りまして、だんだんそういった少ない科の医師がま

すます減ってきていて、大学病院もそういった派遣

する医師が減っているというのが現状でございます。

我々は、何年かずっとそういった脳外科とか、産婦

人科とか、小児科も含めてですけれど、大学を含め、

それから県立の専攻医の派遣も含め何度も交渉して

いるんですけど、なかなか医師がいないというふう

な状況で、今回初めて常勤の脳外科の医師が北部病

院からいなくなると。やはりこれは北部病院のそう

いった脳外科の疾患の患者さんに対しては大変悪い

ニュースでございまして、これを何とか可能な限り

の医学的なケアをしようということで、中部病院と

南部医療センターの脳外科医師、これは各２名ずつ

ですけど、毎週、１週間に１度ずつ外来を診てもら

うと。そこで紹介患者さんなんかを診て、中南部に

送ると。特に救急に関しましては、北部でもありま

すし、北部の２つか３つくらいの民間の病院でもＣ

ＴとかＭＲＩはあると思いますが、その画像をｉＰ
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ａｄで非常に鮮明な画像を両病院に送って判断して

もらうと。これを24時間で対応すると、そういうふ

うなシステムで、緊急に対しては対応していくとい

うふうな方向でございます。もちろん、去年も含め

て何人かそういうふうな北部病院、脳外科の医師に

コンタクトは取っているんですが、やっぱり局の事

情もあって、すぐ新しい年度から来ることは難しい

と。こういう反応は聞いていますけど、根気強くコ

ンタクトを取りながら確保に努めてまいりたいと、

そういうふうに考えています。

○照屋守之委員 ですから、こういうことがたび重

なって、結局県立病院としての役割を果たしていな

いわけでしょう。だから、北部の医師会立の病院と

北部病院を１つにしようということになるんですよ。

医師の不足とか、探せないというのは内部の都合で

すよ。県民は当たり前に、県立だからそういう医師

はしっかり確保して、北部の10万の県民の医療を担

うという。だから、県立の北部病院なんでしょう。

その機能を果たしていなくて、幾ら我々がここで執

行部の言い分を聞いても、ああそうかと、納得でき

るものじゃないんですよ。どうですか。今のような

形で幾らやったって、そういう医師も確保できなけ

れば、病院事業局長が積極的に基幹病院を推進して、

執行部も含めて対応したほうがいいんじゃないです

か。県民の側の医療の提供ですよ。責任あるんです

よ。対応できない場合、中部病院も対応するわけで

しょう。中部病院だって大変ですよ。ほかの病院だっ

て大変じゃないですか。何のために県立の北部病院

があるかという話ですよ。それを自分たちができな

いから皆さん方に対応してくれと、そういうふうに

やるのか。もう県立としての機能は果たしていない

んじゃないですか。基幹病院を一緒につくるという

方向で頑張ったほうがいいんじゃないですか。どう

ですか。

○我那覇仁病院事業局長 私はですね、枠組みに関

する合意書の検討会が過去６回だったと思いますけ

ど、最初のときは私はいなかったものですから、そ

の後も私はずっと保健医療部とともに出席してまい

りました。この間、やっぱり一番大きな問題、もち

ろん運営システム、財政的な問題もありましたけど、

やっぱり医師確保と、それから不採算医療というの

は、やっぱり我々県立病院がやっているわけなんで

すけど、今言ったように中部病院とかセンターが、

今言った科の少ないような医師を北部に―これは北

部ばかりではなく、ほかの離島にも派遣するような

キャパシティーというのが、もうだんだん狭まって

きたと。だから、このままでは要するに、北部病院

に医師を派遣する、ある科によっては難しい状態で

ございます。そういうことで、２つの病院が合併し

て、いわゆる北部の住民が言うような完結するよう

な基幹病院をつくると。それは理にかなったことで、

もちろんそういった方向でいくことは好ましいこと

だと思っています。

○照屋守之委員 この機会に12市町村も一緒に、県

も一緒にやると言っていますから、そこはそことし

てやって、ほかの県立病院はさらに充実させていく。

私はそういうふうな手だてが必要だと思いますね。

経営改善も、デニー知事は今これちゅうちょしてい

ますけれども、本来だったら３年計画ぐらいで一般

会計からぼんと50億ぐらい入れて、病院事業を支援

すべきじゃないですか。そういうようなことをやる

から県立というふうなものがいいんであって、こう

いうふうなものをやらずに、今の基幹病院に対して

少しちゅうちょしているというふうなことがあると

すると、非常にやっかいですよ。脳外科とか泌尿器

科のそういう診察ができなくなると、数字的なもの

も相当影響していくんじゃないですか、北部病院は。

どのくらい変わっていきますか。これは計画に反映

されていますか、今年の。どうなんですか。

○久貝忠男北部病院長 泌尿器科と脳外科がなくな

ることで、恐らく医業収益は１億5000万円ぐらい減

るんじゃないかと試算しています。

あと、ちょっと話はあれなんですけど、医師確保

に関してですけど、当初、朝もあったんですけど、

沖縄の医療が中部病院を中心に医師を派遣してきた

と。これは本土と全然変わっていて、本土は大学病

院がいわゆる関連病院を持っていたという状況で、

中部でいろんな研修、ドクターを育てて、研修施設

が、そこに行ってまた研修数が分散していたと。そ

こで今いろんなところで研修医を育てているんです

けど、僕は今の研修医が当然―以前は救急医療を中

心にどんどん総合的な診療をやってきたんですけど、

現在は若い先生が専門医志向になってきているんで

すよね。要するに救急もできるけど専門医。だから、

北部病院で現在のスケールで専門医の医療を提供で

きるか、専門医のドクターが満足できる医療を提供

できるかといったときに、これがなかなか難しいと

僕は考える。それで、北部病院に現在の状況で200床

規模で医師を集めようといったときに、この形態が、

救急はいいとして、指導医が来て満足できる医療が

できるかというのがちょっと難しいなとは思ってい

ます。
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○照屋守之委員 ですから、久貝院長も実際現場に

おられて、今の北部病院では限界だみたいなことが

あると思いますけれども、要するに医師の確保、医

者としてのやりがい、生きがいでしょう。プライド

がありますからね。だましだまし使っているそうい

う設備とか、いろんな設備もしっかり整って、その

仕事をしてのやりがい、働きがい、そういうのも含

めて考えていかないと、いつまでも定着しませんよ、

これは。だって、プライドのある仕事だもん。人の

生命を預かっていて、北部地区の生命を預かってい

て、その施設なり、その設備なり、いろんな対応も

含めて考えていかないと、だから定着しないんじゃ

ないですか。そういうふうなところも考えないと、

ただ辞めた。これどういうあれか分かりません。ま

た新しい医者を探します。なかなか難しいという、

この堂々巡りでは話にならんと思いますよ。

次、保健医療部です。先ほどの基幹病院ですけれ

ども、先ほどありましたように合意締結はまだ分か

らん。３月いっぱいでまた知事に宿題を返さないと

いけないということですけれども、３月いっぱいに

やりましょうよ。どうですか。

○砂川靖保健医療部長 最終的に知事が判断します

ので、知事が判断しやすい環境を整えるのが私ども

事務方の仕事だというふうに考えております。

○照屋守之委員 このスケジュールはどうなります

か、建設までのスケジュール。先ほどもありました、

よね。様々な調整して基本構想をつくって、計画、

建設とか。これはどう考えていますか。

○砂川靖保健医療部長 通常一般的にいって、基本

構想で１年、その次に作成する基本計画で１年、基

本設計で１年、実施設計で１年、整備工事で２年と

いうふうに今は見立てているところでございます。

○照屋守之委員 これが遅れれば遅れるほどずれて

いきますね。知事の所信表明、医師不足を抜本的に

解消し、安定的かつ効率的で地域完結型の医療提供

体制を構築するため、北部基幹病院の整備に向け、

関係者間の基本合意形成を図り、基本構想、基本計

画を策定に向けて取り組みます。すごい決意ですよ

ね。もう基本合意はできていますから、あとは合意

締結をやればいいわけですよね。同じように所信表

明の中に、祖先への敬い、自然への畏敬の念、他者

の痛みに寄り添う、チムグクルを大切にする、全て

県民の尊厳を大事にする、誰一人取り残さない、こ

れが知事のお考えですよ。ですから、まさにかなり

以前から北部の医療提供体制が課題になっていて、

知事もそういう決意、覚悟を決めてやるというふう

なことですから、そこをしっかり進めないといけな

いなと思っておりますけれども、非常に私が疑問に

思っているのは、２月４日に県と12市町村が提示さ

れて合意しましたよね。これが２月５日に報道され

るわけですよね。そしたら、その日に知事と与党の

皆さん方が会合を開いて、知事は合意したからといっ

てすぐに進むとは思っていないと答えていますよね。

これはどういうことかと思っているんですけど、県

は一生懸命進めて合意形成したにもかかわらず、与

党議員方の会合があったら、これはそうじゃありま

せんよというふうなことで、この基幹病院の進め方

というのはどういうことなんですか。県も当然、知

事も分かりながらやってきているわけですよね。ど

ういうことでしょう。与党議員から言われたら、そ

ういうふうになるんですか。

○砂川靖保健医療部長 そういう会合に私出席して

おりませんので、会合の中身については把握してお

りませんけれど、基幹病院については節目節目で知

事に報告して、現状を述べて、基本合意書案はこう

いうふうに修正する必要があるというようなことを

るる説明して、了解を取って進めてきたところでご

ざいます。

○照屋守之委員 こういう話もあるんですよね。２つ

の統合ありきではない。急いで結論を出さずに１年

ほどかけて話し合うべきだとかというふうな、そう

いう話も出ているみたいですよね。それを知事は受

けているわけですよね。そうなると、私も県議会議

員の一員として、私に聞かれれば、いや、知事、ど

うぞ進めたほうがいいですよと。施政方針でもきち

んとこう言っていますし、後援もありますし、やっ

たほうがいいんじゃないですかと私は言うんだけど、

何かこういうふうに北部圏域の県民の命を守る医療

提供をしていくというものが、新聞報道によると一

部の人たちの話合いで、これが先送りになってしま

うという、そういうふうな懸念を持たれるというや

り方、非常に不可解に思っていますけれどもね。

３月４日に部長が名護市議会の全員協議会で、今

の基本合意案しかないというふうに示していますよ

ね。これは名護市議会の反応、向こうの反応はどう

ですか。

○砂川靖保健医療部長 全員協議会ということで説

明はしてきましたけれど、その場で採決とか意思表

明するような場ではございませんので、どういう反

応かと言われても、こういう反応でしたというのは

ちょっと明確に答えるのは厳しいかなというふうに

考えております。
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○照屋守之委員 いずれにしても、部長がそういう

形で基本合意案しかないというふうなことで表明し

ていますから、名護の議員はやっぱりこれしかない

なというふうに受け止めたと思います。

この数字ですね、北部基幹病院の収支予測で10億

円の利益が見込まれるという試算ですけれども、こ

れは今の医師確保設備投資の問題、県立病院が抱え

ている様々な課題、やっぱりそういうふうなものを

クリアしていく上で、部長が示した利益というか、

このぐらい出るかもしれないという試算というのは

非常に大事なことだと思っていて、やっぱり県民は

いい医療を提供しようとすると、あるいは医師を定

着させようとすると、あるいはそこで働く方々を気

持ちよくやっていこうとすると、ある程度そういう

ふうな利益をつくって対応しないといけないという

ふうに思っておりますから、この数字、今は10億円

ということですけれども、新しく医師会立と北部病

院が１つになって医療提供体制をつくれば、経営的

には安定できるというふうな、そういうふうに捉え

ていいんですか。

○砂川靖保健医療部長 基本合意書案にあるとおり、

企業の問題等をそういうふうに処理していけば、こ

れぐらいの数字は可能だというふうに見ております。

○照屋守之委員 いずれにしても、これは知事の決

断、あるいは議会の理解も得ないといけないという

ことだと思いますけれども、何よりも我々が今考え

ないといけないのは、やっぱり長年にわたって北部

地域の県民の方々に医療を提供するのに、そういう

不自由な思いをさせているという。しっかり北部地

域に基幹病院をつくって安心・安全の医療提供をし

ていくという、そこが大きなことだと思うんですね。

職員の身分とか、あるいは様々なことについては、

もちろんそこはしっかりクリアしないといけません

けれども、いろんな知恵を出していけば改善できる

と思いますから、ぜひ病院事業局も含めて対応して

いただきますようにお願いします。

次に、新型コロナウイルス感染に対する玉城知事

の緊急対策の表明ですね、３月９日。私は新型コロ

ナ感染問題というのは、国難、国の非常に苦難、あ

るいは同時に県の苦難、県難。非常に大きい厳しい

課題だと思っているんですよね。通常の災害とは異

なるという認識なんですよ。県はこれをどういうふ

うに考えていますか。県の認識はどうですか。

○糸数公保健衛生統括監 保健医療部としましては、

まず感染症対策ということで、この感染症が特に高

齢者や基礎疾患を持っている方について重症化しや

すいということで、そういう高齢者、それから基礎

疾患を持っている方たちの命を守るための医療体制

の整備ということに、これまでの感染症とは違った

対応が必要だというふうに考えております。感染症

ですから、社会的な接触によって広がっていきます

ので、それにつきまして今、国が学校の休校をはじ

め、イベントの自粛などで、そういう社会の接触を

減らすという対応を取っておりますので、それは感

染症の拡大を防ぐためには有効な手段ではあるんで

すけれども、その一方で、いろんな経済問題とかが

出てきているということで、非常に対応は複雑な様

相を示しておりますが、まずは感染症についてしっ

かりと封じ込め、あるいは重症化防止をするという

ことがないと、なかなかそういう社会経済的なとこ

ろも落ち着かないと思いますので、保健医療部とし

てはそういうこの指定感染症となったコロナウイル

ス感染症に医師会などの力も借りながら対応してい

るという状況でございます。

○照屋守之委員 保健医療部はやっぱりそういう立

場ですけど、これはもうその域を超えていますよ。

新型コロナウイルス感染問題はですね。経済も含め

て生活、もう県民、企業も団体も全てそうですよ。

これは相当な影響がありますよね。県内の感染につ

いてはどうですか。もう終息しますか、まだですか。

○糸数公保健衛生統括監 沖縄県は２月14日に最初

の患者さんが確定しまして、それから19日、20日と

いうふうに３名出ております。最初の２人につきま

しては、２月１日に停泊したダイヤモンド・プリン

セス号での接触があったと思われるということで、

感染源がはっきりしているのですが、３例目の80代

の高齢者の方は、それがはっきりしない形でありま

した。１月の下旬頃までにかなり中国のほうから感

染したと思われる方が来県していた可能性もありま

すので、そこから軽症でこうやって検査に引っかかっ

てこない人たちの間で感染がつながって、それが３例

目の方に２次感染のような形でいったということも

想定できますので、そうすると、そういう軽症の方

のリンクはまだ、もしかしたら県内で起きている可

能性もあるというふうに警戒は必要だと思っていま

す。その中で高齢者だったり、基礎疾患のある方が

急に重症な肺炎の形で出てきて、また次の患者が見

つかるという可能性も十分あると思っていますので、

今必要な方には検査を行ってもらって、毎日新しい

患者が出ないかをチェックしているという状況でご

ざいます。

○照屋守之委員 これが収まるというのは、誰がど
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の段階で発表とか、そういうふうなものは宣言があ

るんですか。

○砂川靖保健医療部長 前回の新型インフルエンザ、

これについてはいまだに終息宣言というのは出され

ておりません。今回のものがどうなるかというのは

まだ見えない状況で、世界的に今、流行拡大してい

るという状況でございます。仮に日本の患者数が減っ

たとしても、また世界とのやり取りで持ち込まれる

可能性もあるということで、終息宣言がいつという

ふうな考える時期ではないというふうに今は考えて

います。

○照屋守之委員 これは流行していくおそれもある

と、そういう可能性もあるということですか。

○砂川靖保健医療部長 感染拡大の防止に努めてい

きますけれど、感染者が広がったというときに、そ

の医療提供体制もしっかり支えていくというような

準備、最悪の事態に備えた準備もしながら取り組ん

でいく必要があるだろうと考えています。

○照屋守之委員 いずれにしても、観光も含めて相

当な影響が出ていますよ。せんだって知事の表明を

見ましたけれども、これは中小零細企業だけじゃあ

りませんよ。全ての企業です。それと、独り親世帯

のみだけの問題でもありませんよ。だから、ここは

もちろん保健医療部の感染をそういう防いでいくの

は分かりますけど、やっぱり対策本部をつくって、

そこの中で今後の対応、観光経済に与える影響、あ

るいは県内の産業、そういうのも含めて対応してい

かないと、これは大変なことですよね。先ほどから

ありますように、今のように終結宣言はできないと

いうことになれば、ずっと不安を抱えながら県民は

いるわけですよね。そうすると、観光もなかなか戻っ

ていかないという。そうすると、やっぱり県のほう

で補正予算という何かあれもありましたけど、やっ

ぱり豚コレラみたいに専決処分で、そういう厳しい

ところにはもう県の予算を組んで予算を対応してい

くというぐらいのところを迅速に対応していかない

と、なかなか難しいんじゃないかというふうな思い

がしておりまして、とにかく低所得者層もそうです

けれども、農林水産、給食中止になって牛乳の生産

者の方々、非常に困っていますよ。ですから、ああ

いうのも補給をしたりとか、あるいは補塡をしたり

とかというふうなことを、どうしても県のほうで対

応してあげないといけないんじゃないですかね。で

すから、保健医療部はそういうものもいろいろ対応

しながら、全体的にはそれに係る影響を最小限にと

どめて、観光がもっと復活、あるいは沖縄経済が復

活できるような、そういう仕組みをぜひお願いして

終わります。

以上です。

○狩俣信子委員長 以上で、保健医療部及び病院事

業局関係予算議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変お疲れさまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項を提起しようとする委員

から改めて、提起する理由の御説明をお願いいたし

ます。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 １点目の新型コロナウイルス対策

について、せんだって知事も緊急対策という形で示

しておりますけれども、今、保健医療部長の話では

終息宣言はできないということからすると、こうい

う状況がしばらく続いていく。そうなると、もう既

に観光も150万人ぐらい減少して1000億円ぐらいの減

額になるというふうなこと。そうすると、いろんな

県の企業も含めて経済、あるいは農業、水産業も含

めて相当な影響が出てくるわけですよね。この方針

の中に補正も含めて予算措置ということがあります

けど、これはさっきも私少し言いましたけど、豚コ

レラの分は専決処分でいろいろやっているわけです

よね。ですから、やっぱり改めて知事からこの新型

コロナウイルス感染の影響についての説明を受けて、

予算措置。これは県の対応、もちろん国もやってお

りますけれども、独自のそういう様々な独り親世帯

とか、あるいは低所得者の皆様方、あるいは先ほど

も言いましたように学校給食で牛乳がもう使えない。

これは非常に微々たる金額でしか売買できないと。

そういうようなことからすると、その生産者のそう

いう補塡も含めて県ができることをしっかりやって

もらいたい。その辺の趣旨も含めて知事に説明を求

めたいということです。

２つ目に……。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の提起及びそれに対

する意見について協議した結果、１件ずつ

行うこととなった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、要調査事項を提起しようとする委員の説

明は終わりました。
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次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 今、提起があったんですけど、こ

の新型コロナウイルスというのが、そもそもまだど

こまで拡大するのか、終息するのかという見通しも

つかない。それは政府が新型の感染症に対する治療

薬を開発するとかも含めて、大方は政府の仕事とし

て予算措置も十分にやってほしいということで求め

るものだと思っているし、知事は３月９日付の緊急

対策ということで補正も組むということで言ってい

るし、細かい―多分にあちこちの県民の皆さんの声

を聞いて、そういう措置を出しているだろうという

ことが伺えますので、私は改めて議会でどうのとい

うことじゃなくて、県民に対する措置を取ってもら

いたいと思っていますので、あえて予算委員会に呼

んで知事から聞くということはやる必要はないと思

います。各部でもそれに対して部長なりがきちんと

答えていると思いますので、呼ぶ必要はないと思い

ます。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

新垣新委員。

○新垣新委員 賛成の意見で。今県民がこれだけ心

配になっていて、沖縄県としての動向というのは非

常に注視していると。やはりこれは与野党超えて、

知事が出てきて、そういった水際対策、沖縄県でも

国とも連携した沖縄県の努力というのも、堂々と出

てきて、誰一人取り残さないと言ったんだからぜひ

そういう形で出てきてほしいなと思って、ぜひ委員

長、強く申し入れます。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの意見

の表明を終結いたします。

２点目、照屋委員、万国津梁会議の県の対応につ

いて提起をしてください。

○照屋守之委員 子ども福祉部の児童虐待が万国津

梁会議のテーマとして取組をされているわけですけ

ど、この万国津梁会議については県の監査委員から

も非常に厳しく指摘されております。しっかり説明

責任を果たしてほしいという、これはこの前の県の

監査からもそういうふうな指摘をされておりまして、

やっぱり説明責任という面では改めてこういう機会

に知事のほうから説明を求めたほうがいいと。これ

は我々議会だけじゃなくて、監査委員がそれをしっ

かりやっていますから。それと、これまで支払った

分についても返したほうがいい、あるいはそのまま

清算したほうがいいという意見もありますけど、こ

の中身はやっぱり今の県の予算措置というものにつ

いて監査からも指摘をされておりますし、しっかり

説明をしてほしいということですから、それに応え

て予算委員会の中で知事の説明を求めるというのが

私は順当だと思っています。

以上です。

○狩俣信子委員長 以上で、要調査事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 要調査事項として、万国津梁会議

の件で知事の意見を聞く必要があるとのことですけ

ど、この問題は９月、11月の本会議や各常任委員会

でも相当な時間をかけてやってきているし、昨年の

決算委員会の中でもやられているのもあります。ま

た、今定例会の中でも本会議の中でそれぞれたくさ

んの議員から質問、質疑に対して、知事の姿勢は変

わりなく示されていることも明確になっております。

そして、県の監査の方々からもいろんなこともあっ

たかもしれませんけど、法的な問題、契約の問題は

何もないというようなことも言っておりますので、

総括質疑で知事に出席を求める必要はないものだと

思っています。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

新垣新委員。

○新垣新委員 万国津梁会議の対応について、やは

り代表質問や一般質問でも疑惑というのは解明され

ていないと、県民に。県の職員ができるものを、わ

ざわざそういった委託をやる必要もないものにやっ

て、結局執行率もないまま。もうこれは堂々と無傷

だと。疑惑はないというんだったら堂々と出てきて

いただいて、与党議員にも協力を仰いで、委員長。

もう無傷だと、疑惑は何もないんだと。かくまう必

要はないんじゃないかなと。ぜひ疑惑潔白のために

出てきてほしいなと思って、委員長、調整を計らい

たいと思って、ぜひお願いしたいと思います。これ

は疑惑ですよ。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見なしと認めます。
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以上で、要調査事項として報告することへの意見

の表明を終結いたします。

次、３点目にいきます。

金城委員、特別支援学校の重度障害者の入学問題

についてです。

○金城泰邦委員 今回の定例会でも多くの議員から

代表質問、一般質問で取り上げられている事項であ

るということは、みんな関心持って見守っていると

思うんですね。そこで知事からもこの定例会で初め

て、沖縄らしいインクルーシブという新しい定義が

出てきましたので、そこはぜひ知事の持っているイ

メージ、そういったものを伺っていきたいという趣

旨です。

○狩俣信子委員長 以上で、要調査事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願

いいたします。

亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 今の特別支援対象生徒の入学問題

についてでありますけれど、私も同じように高校へ

の重度障害の生徒が高校へ受け入れるということに

関しては、前進させるべきだという立場です。なの

で、この環境を早期に整えるということは同じ考え

です。この間、昨年の11月議会から議会答弁で知事

は、先進地の事例を研究して沖縄らしいインクルー

シブ教育への扉を開くことは十分可能であるという

ふうに、知事の考えも明確に示されています。教育

長もこの間の委員会、今度の委員会もそうですけれ

ど、障害者権利条約が批准された2014年のことを話

されていました。そして、日本も2016年には障害者

差別解消法がスタートしていますから、既に学校の

受験や入学を拒否するということはしないというこ

とが明確に示されていて、今やらなきゃいけないの

は、むしろ私たちは個々の状況に応じて人的配置を

含めて必要な配慮をして学びの保障をするという、

現場の具体的な対応を今強く求めていくという状況

にあると思います。つまり、入学での合理的配慮は

既に現場は行っている。あとは入学した後の環境の

整備を合理的配慮を整えるという、極めて教育委員

会がどういうふうにこれから後、対応していくかと

いうような課題に今なっているという状況ですので、

知事を招聘して意見を伺うという必要はないという

ふうに考えます。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

新垣新委員。

○新垣新委員 この問題において代表質問でも取り

上げましたが、もう２年前から実はこれ代表質問、

一般質問でも取り上げられて、県の対応、決断とい

うのはやはり最終的に教育長、知事という、大きな

高いところの、高いレベルの判断だと思っているん

ですね。だから、やはり弱者崇拝、そしてこの障害

者が生きがいを持てる社会づくりという条例までつ

くって、やはりしっかりある人もない人もと。やは

りこれは呼んで、知事を、もう一度知事の意見を聞

きたいと。これをぜひ委員長、取り計らっていただ

きたいんですけど、非常にこれは県民の関心があっ

て、県の取組というのは、先進地を見に行って沖縄

らしいと持ち帰ってばんって言っているんだけど、

分かっていると思うんですよ、ずっと課題は。もう

多くの議員が質問、質疑やってきていますから、ぜ

ひ知事の意見を聞いて前向きに動かしていくべき

じゃないかと思って、ぜひ取り計らいを、僕は賛成

の立場からぜひ知事を呼んでほしいと。本当に障害

者が生きがいを持てる沖縄らしい社会を、学問をお

願いしたいなと思って、実は私も障害者の家庭を持っ

ているもの、分かるもの、気づいているものですか

ら、その立場にいるものですから、ぜひやってほし

いなと思って、ぜひお願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの意見

の表明を終結いたします。

引き続き、末松委員の提起した北部基幹病院につ

いて、まず提起をお願いします。

○末松文信委員 北部基幹病院の整備に向けた基本

合意書の締結についてでありますけれども、せんだっ

て北部12市町村長、そして議会議長、会長さんたち

がみんな見えて、知事にこの締結を速やかにやって

ほしいと。その上で次のステップに進んでほしいと

いう要請をしたわけですけれども、この基本合意書

についてはそもそも県が主導して北部12市町村や北

部地区医師会の皆さんと協議を重ねて合意形成を

図ってきたものであります。それにも関わらず、こ

こに来て知事が合意形成が必要だというようなこと

をおっしゃっているので、これは知事の真意がどう

であるのか、その説明を求めたいと思っています。

○狩俣信子委員長 以上で、要調査事項を提起しよ

うとする委員の説明は終わりました。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がありましたら、挙手の上、御発言をお願
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いいたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 反対の立場からお話をさせていた

だきますが、今回の本会議において、それから今日

の予算委員会においてかなり集中的に質疑がされた

ものと思います。そして今日、明らかになったこと

ですけれども、いわゆる部長のほうに宿題を投げか

けられていると。部長はそれを準備している最中で

あると。それを見ない前に知事を呼んでも答えは出

ないのではないかと。今おっしゃるような時期につ

いて明確な知事の考え、見解は出せないんじゃない

かというふうに考えますので、呼ぶ必要はないかと

私は思います。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 これは県が主導して進めてやって

きて、ここまで来て知事がうーんとなさっている。

そうすると、宿題を与えて３月いっぱいに１回目の

回答を送るでしょうということですけれども、方向

性は、知事は所信表明でもこれをやると言っていま

すから、やっぱり改めて確認する必要があると思い

ます。これをやらないと、知事は施政方針でも言っ

て、そういうふうな公約にも掲げてやってきたにも

かかわらず、そこでどっちつかずみたいな感じになっ

ているから、そこは宿題はともかくとして、方向と

して施政方針のとおりこうやっていくんですねとい

う確認はどうしても必要じゃないですか。

○狩俣信子委員長 ほかに意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項として報告することへの意見

の表明を終結いたします。

次に、予算特別委員会における調査の必要性及び

整理等について、休憩中に御協議をお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、新型コロナウイル

ス対策への対応について、万国津梁会議の

県の対応について、特別支援対称性との入

学問題について及び北部基幹病院について

を報告することで意見の一致を見た。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、特記事項について協議した結果、

提案はなかった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む予算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月13日 金曜日 正

午までに予算特別委員に配付するとともにタブレッ

トに格納することになっています。

また、予算特別委員が、調査報告書に関して常任

委員長に対し質疑を行う場合には、13日の午後３時

までに政務調査課に通告することになっております。

予算特別委員におかれては、常任委員長に対し質

疑を行う場合には、３月13日 金曜日は登庁され、

質疑発言通告を提出するようよろしくお願いいたし

ます。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月18日 水曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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